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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は水が混入した場合でも良好な潤滑状態を長時間維持し、白色組織
剥離や腐食を抑制するグリース組成物を提供することである。また、水が侵入するような
環境下で使用されても白色組織剥離や腐食が生じにくく長寿命な車両用ハブユニット軸受
を提供することも併せて課題とする。
【解決手段】本発明では、鉱物油及び合成油の少なくとも一種を主成分とする基油と、増
ちょう剤と、剥離抑制剤とを含むことを特徴とする、ハブユニット軸受用グリース組成物
であって前記剥離抑制剤がオレイン酸とジシクロヘキシルアミンの塩よりなるアミン系防
錆剤であり、その含有量が０．１～５質量％であることを特徴とするハブユニット軸受用
グリース組成物および該グリース組成物を封入された車両用ハブユニット軸受を提供する
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉱物油及び合成油の少なくとも一種を主成分とする基油と、増ちょう剤と、剥離抑制剤
とを含むことを特徴とする、ハブユニット軸受用グリース組成物であって、
　前記剥離抑制剤がオレイン酸とジシクロヘキシルアミンの塩よりなるアミン系防錆剤で
あり、その含有量が０．１～５質量％であることを特徴とするハブユニット軸受用グリー
ス組成物。
【請求項２】
　内径面に軌道面を有する外径側部材と、外径面に軌道面を有する内径側部材と、前記外
径側部材の軌道面と前記内径側部材の軌道面との間に転動自在に配した複数の転動体と、
前記複数の転動体を転動自在に保持する保持器と、を備えたハブユニット軸受において、
前記内径側部材及び前記外径側部材の間に形成され前記転動体が配設された空隙部内に、
請求項１に記載のグリース組成物が封入されていることを特徴とする車両用ハブユニット
軸受。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐剥離性に優れ、良好な潤滑を長期間維持することが可能なグリース組成物
および車両用ハブユニット軸受に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、自動車や鉄道車両などの車両用軸受としてシール付の密封タイプのいわゆる
ハブユニット軸受が多用されている。これらの車両用ハブユニット軸受は、通常は屋外に
おいて水や塵埃に曝されながら使用される。また、泥水等に水没した状態で使用される場
合もある。このような環境下で使用される車両用ハブユニット軸受は、シール装置により
密封され外部からの水，塵埃等の侵入が抑制されてはいるものの、水の侵入を完全に防止
することは困難であった。そのため、車両用ハブユニット軸受に封入されているグリース
組成物は水と接触することとなるが、一般に、グリース組成物に水分が混入すると、転が
り軸受の耐久寿命は大きく低下することが知られている。例えば古村らは、潤滑油（＃１
８０タービン油）に６％の水が混入すると、混入がない場合に比べて数分の１～２０分の
１に転がり疲れ寿命が低下することを報告している（非特許文献１を参照）。また、Ｓｃ
ｈａｔｚｂｅｒｇらは、潤滑油中にわずか１００ｐｐｍの水分が混入するだけで、鋼の転
がり強さが３２～４８％も低下することを報告している（非特許文献２を参照）。
【０００３】
　このような寿命の低下は、混入した水が分解して発生した水素が、軸受材料である鋼中
に侵入して水素脆性を引き起こし、水素脆性による白色組織への変化を伴った金属剥離（
以降は白色組織剥離と記すこともある）が生じることが原因であると考えられている。こ
のような白色組織剥離を抑制するため、種々の添加剤を添加したグリース組成物が提案さ
れている。
　例えば、亜硝酸ナトリウム等の不動態酸化剤を含有するグリース組成物（特許文献１を
参照）、有機アンチモン化合物や有機モリブデン化合物を含有するグリース組成物（特許
文献２、３を参照）、粒径２μｍ以下の無機系化合物を含有するグリース組成物（特許文
献４を参照）等がある。これらのグリース組成物は、添加剤に由来する被膜を転がり軸受
の転がり接触部（軌道面，転動面）に形成することにより、軸受材料への水素の侵入を防
いでいる。
　また、含水下においても車両用ハブユニット軸受の剥離を抑制できるグリースとして、
ジウレア化合物を増ちょう剤としたグリースにＨＬＢが３～１４の界面活性剤を含有させ
た耐水性グリースがある（例えば特許文献５）。また、基油と増ちょう剤とＮ－ビニルア
ミド樹脂を含有させた耐水性グリースがある（例えば特許文献６）。
　一方、車輪支持用軸受に用いるグリース組成物として、ＺｎＤＴＰ等を添加することで
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、耐摩耗性を高めたものが知られている（特許文献７参照）。
　また、グリースに水分が混入すると、せん断安定性が低下して潤滑部位から流れ出すよ
うになる。このような含水時のせん断安定性を改善したグリースとして、金属フェネート
を添加したグリース（特許文献８参照）や、脂肪酸のカルシウム塩やマグネシウム塩を添
加したグリース（特許文献９参照）等も提案されている。
　グリース組成物以外では、軸受材料としてステンレス鋼を用いる方法（特許文献１０を
参照）や、転動体をセラミックス製とする方法（特許文献１１を参照）も提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２８７８７４９号公報
【特許文献２】特表平６－８０３５６５号公報
【特許文献３】特許第３５１２１８３号公報
【特許文献４】特開平９－１６９９８９号公報
【特許文献５】特開平９－８７６５２号公報
【特許文献６】特開２００５－１０５０２６号公報
【特許文献７】特開２００１－２５４０８９号公報
【特許文献８】特公平２－８６３９号公報
【特許文献９】特公平３－２６７１７号公報
【特許文献１０】特表平３－１７３７４７号公報
【特許文献１１】特表平４－２４４６２４号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】古村恭三郎、城田伸一、平川清：表面起点および内部起点の転がり疲れ
について、ＮＳＫ　Ｂｅａｒｉｎｇ　Ｊｏｕｒｎａｌ，Ｎｏ．６３６、ｐｐ．１－１０、
１９７７
【非特許文献２】Ｐ．Ｓｃｈａｔｚｂｅｒｇ、Ｉ．Ｍ．Ｆｅｌｓｅｎ：Ｅｆｆｅｃｔｓ　
ｏｆ　ｗａｔｅｒ　ａｎｄ　ｏｘｙｇｅｎ　ｄｕｒｉｎｇ　ｒｏｌｌｉｎｇ　ｃｏｎｔａ
ｃｔ　ｌｕｂｒｉｃａｔｉｏｎ，ｗｅａｒ　１２、ｐｐ．３３１－３４２、１９６８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、各種添加剤を添加した前述の特許文献１～４に記載のグリース組成物で
は、添加剤の作用等による十分な被膜が形成されるまでの間に、水分の混入、振動や速度
変化による転動体の滑り等が起こると、転がり接触部で剥離が生じる場合がある。
　特許文献５，６に記載されたような耐水性グリースの剥離抑制効果は近年の軸受長寿命
化の要求に対して十分とはいえない。また、自動車等では長距離のトラック輸送、鉄道輸
送、あるいは運転に伴う振動が転がり軸受にも伝達されるため、転動体と内外輪軌道との
間で繰り返し衝撃に起因するフレッチング摩耗が発生し易いが、従来の鉱物油－リチウム
石けん系グリースは、このフレッチング摩耗に対する耐久性（耐フレッチング性）も、近
年の高耐久性の要求に対して十分とはいえない。また、今後とも要求が高まることが予測
される高温・高荷重での運転に対応できる潤滑グリースが求められている。
　また、特許文献７に記載されたようなグリース組成物は、ＺｎＤＴＰ等の極圧剤を添加
することで耐摩耗性の向上を図ることができるが、水分混入時には上記のように剥離に至
るまでの寿命の低下を抑制するのに十分とはいえない。
　そして特許文献８，９に記載のような、含水時のせん断安定性を改善したグリースは、
撥水性を付与されたためにグリースと水分が接触した際に水分が大きな水滴となってグリ
ース中に取り込まれて不均一に存在する。その結果、潤滑部位の摺動面に形成されている
油膜が部分的に取り除かれ、その部分を拠点として潤滑性能の低下を誘引するという問題
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を抱えている。
　また、軸受材料としてステンレス鋼やセラミックスを用いた前述の特許文献１０．１１
に記載の転がり軸受は、高価であるという問題がある。
　さらに、軸受鋼のような鉄は、水が存在することにより容易に腐食（錆）が生じるため
、軌道面や転動体の剥離まで至らなくとも転がり軸受から異音が発生するという問題があ
る。水の混入が考えられる車両用ハブユニット軸受では、耐腐食性を有することも非常に
重要であるため、前述と同様の方法により対策がなされているが、腐食の抑制効果も、近
年の軸受の高信頼性の要求に対して十分とは言えない状況である。
　そこで、本発明は、上記のような従来技術が有する問題点を解決し、水が混入した場合
でも良好な潤滑状態を長時間維持し、白色組織剥離もしくは腐食、あるいは白色組織剥離
と腐食の両方を抑制するグリース組成物を提供することを課題とする。また、水が侵入す
るような環境下で使用されても白色組織剥離や腐食が生じにくく長寿命な車両用ハブユニ
ット軸受を提供することを併せて課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）鉱物油及び合成油の少なくとも一種を主成分とする基油と、増ちょう剤と、剥離抑
制剤とを含むことを特徴とする、ハブユニット軸受用グリース組成物であって、
　前記剥離抑制剤がオレイン酸とジシクロヘキシルアミンの塩よりなるアミン系防錆剤で
あり、その含有量が０．１～５質量％であることを特徴とするハブユニット軸受用グリー
ス組成物。
（２）内径面に軌道面を有する外径側部材と、外径面に軌道面を有する内径側部材と、前
記外径側部材の軌道面と前記内径側部材の軌道面との間に転動自在に配した複数の転動体
と、前記複数の転動体を転動自在に保持する保持器と、を備えたハブユニット軸受におい
て、前記内径側部材及び前記外径側部材の間に形成され前記転動体が配設された空隙部内
に、前記（１）に記載のグリース組成物が封入されていることを特徴とする車両用ハブユ
ニット軸受。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係るハブユニット軸受用グリース組成物は、耐剥離性、耐水性、および耐腐食
性に優れ、水分が混入しやすい環境下または含水下で使用されても白色組織剥離や腐食が
生じ難い。したがって、良好な潤滑を長期間維持することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る車両用ハブユニット軸受の構造を示す縦断面図である。
【図２】本発明に係る他の車両用ハブユニット軸受の構造を示す縦断面図である。
【図３】本発明に係る車両用ハブユニット軸受に使用される軸受を示す図である。
【図４】含水シェルロール試験において、実施例Ｆ１のグリースについて、グリース中の
水の状態を撮影した写真である。
【図５】含水シェルロール試験において、実施例Ｆ２のグリースについて、グリース中の
水の状態を撮影した写真である。
【図６】含水シェルロール試験において、実施例Ｆ３のグリースについて、グリース中の
水の状態を撮影した写真である。
【図７】含水シェルロール試験において、実施例Ｆ４のグリースについて、グリース中の
水の状態を撮影した写真である。
【図８】含水シェルロール試験において、比較例Ｆ１のグリースについて、グリース中の
水の状態を撮影した写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
＜車両用ハブユニット軸受について＞
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　図１は、本実施形態に係る車両用ハブユニット軸受を示す図である。なお、以降の説明
においては、車両用ハブユニット軸受を自動車等の車両に取り付けた状態において、車両
の幅方向外側を外端側と称し、幅方向中央側を内端側と称する。すなわち、図１において
は、左側が外端側となり、右側が内端側となる。
【００１１】
　図１の車両用ハブユニット軸受１は、ハブ２と、内輪３と、外輪４と、二列の転動体５
，５と、を備えており、ハブ２の外周面の外端側部分には、図示しない車輪に取り付ける
ための車輪取り付け用フランジ６が設けられている。また、ハブ２の内端側部分は外径の
小さな小径部８となっており、該小径部８に内輪３が嵌め込まれている。さらに、ハブ２
の小径部８よりも内端側の部分には、円筒部１０が突出して形成されており、該円筒部１
０の外周面には雄ねじが形成されている。そして、この雄ねじに螺合されたナット１１、
及び、小径部８とこの小径部８よりも外端側の外径の大きな部分との境界にできた段差面
８ａで内輪３を狭持することにより、内輪３をハブ２に一体的に固定している。なお、内
輪３及びハブ２が本発明の内径側部材を構成し、外輪４が本発明の外径側部材を構成する
。
【００１２】
　内輪３の外周面及びハブ２の内輪３よりも外端側に位置する外周面に、それぞれ内側軌
道面２０ａ，２０ｂが形成されている。また、外輪４の内周面には各内側軌道面２０ａ，
２０ｂに対応する外側軌道面２１ａ，２１ｂが形成されている。さらに、内側軌道面２０
ａ，２０ｂと外側軌道面２１ａ，２１ｂとの間には、それぞれ複数の転動体５，５が転動
自在に配置されており、前記内径側部材が外輪４に対して回転自在とされている。なお、
各転動体５は、乗用車のような比較的軽量の車両用のユニット軸受の場合には、玉が使用
されることが多いが、重量が嵩む車両用のユニット軸受の場合には、ころが使用される場
合が多い。例えば、大型自動車用のユニット軸受の場合には円すいころ、鉄道車両用のユ
ニット軸受の場合には円すいころ又は円筒ころが使用される場合が多い。
【００１３】
　さらに、外輪４の外端側端部の内周面とこれに対向するハブ２の外周面との間には、シ
ール装置１２が設けられており、内径側部材と外輪４との間に形成される軸受空間の端部
開口が塞がれている。また、この軸受空間には、二列の転動体５，５をそれぞれ保持する
合成樹脂製の冠形保持器１６，１６がポケットの開口部を互いに逆方向に向けて配置され
ており、これら１対の保持器１６，１６で挟まれた部分は、軸受空間における密閉空間１
３となっている。そして、この密閉空間１３には、図示しないが、各転動体５，５と外側
軌道面２１ａ，２１ｂ及び内側軌道面２０ａ，２０ｂとを潤滑するグリース組成物（詳細
は後述する）が充填されている。密閉空間１３に充填されたグリース組成物は、一部が転
動体５，５で撹拌され、残りの大部分は撹拌されることがないため、グリース組成物全体
としての劣化は少なく、長期間にわたりその品質が保持される。さらに、軸受空間の内端
側の開口部は、外輪４の内端側に設けられたカバー１４で塞がれており、このカバー１４
によって軸受空間への水，塵埃等の異物の侵入防止及び軸受空間内のグリース組成物の漏
洩防止が図られている。
【００１４】
　そして、外輪４の外周面には、車輪取り付け用フランジ６から離間する側の端部に、懸
架装置取り付け用フランジ１７が設けられている。このような車両用ハブユニット軸受１
を自動車に組み付けるには、外輪４の外周面に形成した懸架装置取り付け用フランジ１７
により、外輪４を図示しない懸架装置に固定し、車輪を車輪取り付け用フランジ６に固定
する。その結果、車両用ハブユニット軸受１によって車輪が懸架装置に対し回転自在に支
持される。
【００１５】
　なお、本発明の適用は、上述のように内径側部材の一部がハブに一体形成された車両用
ハブユニット軸受１に限られない。例えば、図２に示すように外径側部材がハブに一体形
成された車両用ハブユニット軸受や、図３に示すように別体となったハブ等に取り付けて
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用いる車輪支持用軸受９に、本発明を適用してもよい。
【００１６】
　図２の車両用ハブユニット軸受７は、ハブ７５の一部を構成する本発明の外径側部材と
、本発明の内径側部材を構成する二つの内輪７４，７４と、二列の転動体７６，７６と、
保持器７７と、を備えている。なお、図２においても、図１と同様に左側が外端側となり
、右側が内端側となる。ハブ７５の外周面の外端側部分には、図示しない車輪に取り付け
るための車輪取り付け用フランジ７３が設けられており、円筒状になったハブ７５の内端
側部分の内周には、二列の外側軌道面が形成されている。また、二つの内輪７４，７４の
外周にはそれぞれ前記外側軌道面に対応する内側軌道面が形成されており、これらの外側
軌道面及び内側軌道面間には複数の転動体７６が転動自在に配置され、ハブ７５が内輪７
４，７４に対して回転自在とされている。内輪７４，７４は、図示しない軸に嵌合してお
り、この軸が車体に支持されることで、ハブ７５に取り付けられる車輪が車体に対して回
転自在に支持される。
【００１７】
　このような車両用ハブユニット軸受７のハブ７５と内輪７４，７４との間の軸受空間に
は本発明に係るグリース組成物が充填されており、この軸受空間は、軸受空間の内端側端
部に設けられたシール部材７８と、ハブ７５の外端側端部に設けられた図示しないカバー
によって塞がれている。このように、本発明に係るグリース組成物が充填されているため
、車両用ハブユニット軸受７は耐剥離性に優れている。
　また、図３の車輪支持用軸受９は、本発明の内径側部材を構成する内輪９１と、本発明
の外径側部材を構成する外輪９２と、転動体９３と、保持器９４と、シール部材９５と、
を備える転がり軸受である。この内輪９１と外輪９２との間には本発明に係るグリース組
成物が充填されており、従って車輪支持用軸受９は耐剥離性に優れている。
【００１８】
　以下、本発明に係るハブユニット軸受用グリース組成物（以下、単にグリース組成物と
も記載する）について、具体的な実施形態を挙げながら詳細に説明する。
【００１９】
＜第１実施形態：グリース組成物例Ａ＞
　本発明のグリース組成物は、剥離抑制剤と、基油と、増ちょう剤とを含有する。
　前記剥離抑制剤としては不動態化剤が好ましく、他の金属元素も含む各種の鋼で形成さ
れる前記内側軌道面２０ａ，２０ｂ、及び、前記外側軌道面２１ａ，２１ｂのうちの少な
くとも一つに不動態膜を形成させる化合物である。この不動態膜は、一般的に不動態膜と
して形成される酸化膜のみならず、広く、軌道面を構成する金属と不動態化剤に起因する
化合物とが共有結合することで強固な被膜として形成される。この不動態化剤としては、
例えば、亜硝酸塩、硝酸塩、クロム酸塩、リン酸塩、モリブデン酸塩、タングステン酸塩
等の無機腐食抑制剤、及び、ベンゾトリアゾール等の金属不活性化剤を使用することがで
きる。これらの不動態化剤は、金属表面に対して不動態膜を形成させることで、耐剥離性
を向上させる。これとともに、この不動態膜はグリース組成物に混入した水分と金属の接
触を抑制し、金属の腐食を防止することから、軌道面を形成する金属分の溶出を抑制でき
、水分が混入するような条件下でも耐剥離効果を発揮することができる。また、不動態化
剤の配合量は、グリース組成物全量に対して０．１質量％以上５質量％以下とする。好ま
しくは、不動態化剤としてベンゾトリアゾールやトルイルトリアゾール等のトリアゾール
系化合物を用い、より好ましい添加量は１～３質量％である。配合量が０．１質量％未満
であると耐剥離効果が得られず、５質量％を超えると効果が飽和し不経済である。
【００２０】
　上記の本実施形態に係る車両用ハブユニット軸受１において、密閉空間１３に充填され
るグリース組成物は、不動態化剤を０．１質量％以上５質量％以下の範囲で含有している
ので、鋼で形成される前記内側軌道面２０ａ，２０ｂ、及び、前記外側軌道面２１ａ，２
１ｂのちの少なくとも一つには不動態膜が形成される。従って、車両が内部に水分が浸入
するような環境で走行しても、この不動態膜によって水分と金属の直接接触が抑制される
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ため、車両用ハブユニット軸受１は軌道面の耐剥離性に優れ、長寿命である。
【００２１】
　基油は、鉱物油及び合成油のうちの少なくとも一方を、基油全量の５０質量％以上含有
することが好ましく、さらに８０質量％以上含有することが望ましい。
　鉱物油としては、パラフィン系鉱物油、ナフテン系鉱物油、及びこれらの混合油等があ
げられるが、減圧蒸留、油剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、硫酸洗浄、白
土精製、水素化精製等の精製工程を、１以上組み合わせて精製したものを用いることが好
ましい。
【００２２】
　合成油としては、炭化水素系油、芳香族系油、エステル系油、エーテル系油等が挙げら
れる。炭化水素系油としては、ノルマルパラフィン、インパラフィン、ポリブテン、ポリ
イソブチレン、１－デセンオリゴマー、ポリα－オレフィン（１－デセンとエチレンとの
コオリゴマー等）又はその水素化物等が挙げられる。芳香族系油としては、アルキルベン
ゼン（モノアルキルベンゼン、ジアルキルベンゼン等）、アルキルナフタレン（モノアル
キルナフタレン、ジアルキルナフタレン、ポリアルキルナフタレン等）等が挙げられる。
エステル系油としては、ジエステル油（ジブチルセバケート、ジ（２－エチルヘキシル）
セバケート、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート、ジトリデシルアジペート
、ジトリデシルグルタレート、メチルアセチルリシノレート等）、芳香族エステル油（ト
リオクチルトリメリテート、トリデシルトリメリテート、テトラオクチルピロメリテート
等）やポリオールエステル油（トリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプ
ロパンペラルゴネート、ペンタエリスリトール－２－エチルヘキサノエート、ペンタエリ
スリトールペラルゴネート等）、さらに、二塩基酸及び一塩基酸の混合脂肪酸と多価アル
コールとのオリゴエステルであるコンプレックスエステル油等が挙げられる。エーテル系
油としては、ポリグリコール（ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポ
リエチレングリコールモノエーテル、ポリプロピレングリコールモノエーテル等）、フェ
ニルエーテル油（モノアルキルトリフェニルエーテル、アルキルジフェニルエーテル、ジ
アルキルジフェニルエーテル、ペンタフェニルエーテル、テトラフェニルエーテル、モノ
アルキルテトラフェニルエーテル、ジアルキルテトラフェニルエーテル等）等が挙げられ
る。これらの合成油は、単独で用いてもよいし、２種以上を適宜組み合わせて用いてもよ
い。
【００２３】
　また、基油の動粘度は、４０℃における動粘度が４０ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ
以下であることが好ましい。さらに好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以上１５０ｍｍ２／ｓ以下
、より好ましくは７０ｍｍ２／ｓ以上１２０ｍｍ２／ｓ以下、最も好ましくは７５ｍｍ２

／ｓ以上１１０ｍｍ２／ｓ以下である。なお、熱帯地域での使用等高温で使用される場合
、好ましくは１００ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。４０ｍｍ２／ｓ
未満であると、耐水性の点で好ましくなく、２５０ｍｍ２／ｓ以上であるとトルクが大き
くなり耐熱性の面で好ましくない。
【００２４】
　前記増ちょう剤は、金属複合石けん及びウレア化合物のうちの少なくとも１種からなる
ことが好ましい。特に種類は限定されるものではなく、通常グリース組成物の増ちょう剤
として用いられるものを使用することができるが、車両が走行する環境への影響を考慮す
ると、重金属を含まないものが好ましい。例えば、金属成分がリチウム、カルシウム、ア
ルミニウム、マグネシウム又はナトリウム等である金属石けんや金属複合石けん、ウレア
化合物（ジウレア、トリウレア、テトラウレア、ポリウレア等）、無機系化合物（ベント
ナイト、シリカ、カーボンブラック等）を使用できる。中でも、軸受運転時には軸受内部
が高温になることから耐熱性のある金属複合石けん及びウレア化合物を用いることが好ま
しく、特にウレア化合物が好ましい。これらの増ちょう剤は、単独で用いてもよいし、２
種以上を適宜組み合わせて用いてもよい。
【００２５】
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　なお、増ちょう剤の含有量は、上記基油とともにグリース組成物として潤滑作用を発揮
する範囲であれば制限はないが、グリース組成物全体の５質量％以上３５質量％以下とす
ることが好ましく、より好ましくは５質量％以上２５質量％以下、さらに好ましくは８質
量％以上２５質量％以下である。５質量％未満であると、増ちょう剤が少なすぎてグリー
スの機械的特性を得ることが困難になってしまう。また、３５質量％超過であると、基油
の量が少なくなるため、潤滑性が不十分となる可能性が考えられる。
【００２６】
　上記の各成分のほかグリース組成物には、その各種性能をさらに向上させるため、所望
により種々の添加剤を混合してもよい。例えば、酸化防止剤としては、アミン系化合物、
フェノール系化合物、硫黄系化合物、ジチオリン酸亜鉛等を用いることができる。また、
防錆剤としては、スルフォン酸金属塩、カルボン酸、エステル系化合物、アミン系化合物
等を用いることができる。さらに、油性向上剤としては、脂肪酸、脂肪酸エステル等を用
いることができる。また、極圧剤として、硫黄系極圧剤、リン系極圧剤、ジチオリン酸金
属塩、ジカルバミン酸金属塩等を、粘度指数向上剤として、ポリメタクリレート、ポリイ
ソブチレン、ポリスチレン等を用いることができる。これらの添加剤は、単独又は複数を
適宜組合せて含有させてもよい。これら添加剤全体の含有量は、グリース組成物全量に対
して２０質量％以下が好ましい。
【００２７】
　また、前記車両用ユニット軸受や前記車輪支持用軸受は密封軸受であることから、グリ
ース組成物の混和ちょう度は２２０～３４０、より好ましくは２６５～３４０に調整する
ことが好ましい。上記範囲にあれば、耐水性被膜や酸化被膜を形成しやすくなり良好な潤
滑を維持できる。一方、３４０よりも軟らかいとグリースが漏洩しやすく、２２０よりも
硬いとグリース流動性が悪くなって、潤滑性が悪くなる。
【００２８】
＜第２実施形態：グリース組成物例Ｂ＞
　［基油］
　使用される基油は鉱物油系および合成油系の潤滑油のうち少なくとも一種からなる。前
記鉱物油系潤滑油としては、鉱物油を減圧蒸留、油剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶
剤脱ろう、硫酸洗浄、白土精製、水素化精製等を、適宜組み合わせて精製したものを用い
ることができる。前記合成油系潤滑基油としては、炭化水素系油、芳香族系油、エステル
系油、エーテル系油等が挙げられる。
【００２９】
　前記炭化水素系油としては、ノルマルパラフィン、イソパラフィン、ポリブテン、ポリ
イソブチレン、１－デセンオリゴマー、１－デセンとエチレンコオリゴマーなどのポリ－
α－オレフィンまたはこれらの水素化物などが挙げられる。
　前記芳香族系油としては、モノアルキルベンゼン、ジアルキルベンゼン、などのアルキ
ルベンゼン、あるいはモノアルキルナフタレン、ジアルキルナフタレン、ポリアルキルナ
フタレンなどのアルキルナフタレンなどが挙げられる。
　前記エステル系油としては、ジブチルセバケート、ジ－２－エチルヘキシルセバケート
、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート、ジトリデシルアジペート、ジトリデ
シルグルタレート、メチル・アセチルシノレートなどのジエステル油、あるいはトリオク
チルトリメリテート、トリデシルトリメリテート、テトラオクチルピロメリテートなどの
芳香族エステル油、さらにはトリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロ
パンペラルゴネート、ペンタエリスリトール－２－エチルヘキサノエート、ペンタエリス
リトールベラルゴネートなどのポリオールエステル油、さらにはまた、多価アルコールと
二塩基酸・一塩基酸の混合脂肪酸とのオリゴエステルであるコンプレックスエステル油な
どが挙げられる。
【００３０】
　前記エーテル系油としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポ
リエチレングリコールモノエーテル、ポリプロピレングリコールモノエーテルなどのポリ
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グリコール、あるいはモノアルキルトリフェニルエーテル、アルキルジフェニルエーテル
、ジアルキルジフェニルエーテル、ペンタフェニルエーテル、テトラフェニルエーテル、
モノアルキルテトラフェニルエーテル、ジアルキルテトラフェニルエーテルなどのフェニ
ルエーテル油などが挙げられる。その他の合成潤滑基油としてはトリクレジルフォスフェ
ート、シリコーン油、パーフルオロアルキルエーテルなどが挙げられる。これらの基油は
、単独または混合物として用いることができる。
【００３１】
　また、基油の動粘度は、低温起動時の異音発生や、高温で油膜が形成され難いために起
こる焼付きを避けるために、４０℃における動粘度が４０ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／
ｓ以下であることが好ましい。さらに好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以上１５０ｍｍ２／ｓ以
下、より好ましくは７０ｍｍ２／ｓ以上１２０ｍｍ２／ｓ以下、最も好ましくは７５ｍｍ
２／ｓ以上１１０ｍｍ２／ｓ以下である。なお、熱帯地域での使用等高温で使用される場
合、好ましくは１００ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。４０ｍｍ２／
ｓ未満であると、耐水性の点で好ましくなく、２５０ｍｍ２／ｓ以上であるとトルクが大
きくなり耐熱性の面で好ましくない。
【００３２】
［増ちょう剤］
　増ちょう剤は、ゲル構造を形成し、基油をゲル構造中に保持する能力があれば、特に制
約はない。例えば、Ｌｉ、Ｎａ等からなる金属石けん、Ｌｉ、Ｎａ、Ｂａ、Ｃａ等から選
択される複合金属石けん等の金属石けん類、ベントン、シリカゲル、ウレア化合物、ウレ
ア・ウレタン化合物、ウレタン化合物等の非石けん類を適宜選択して使用できるが、現在
のハブユニットの急速な進歩に伴い、ハブユニット内ではより高温になる傾向があるため
、グリースの耐熱性を考慮するとウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ウレタン化合
物または、これらの混合物が好ましい。ウレア化合物としては、ジウレア化合物、トリウ
レア化合物、テトラウレア化合物、ポリウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ジウレ
タン化合物またはこれらの混合物が挙げられ、これらの中でもジウレア化合物、ウレア・
ウレタン化合物、ジウレタン化合物またはこれらの混合物がより好ましい。さらに好まし
くは、ジウレア化合物を配合することが望ましい。上記ウレア化合物は増ちょう剤量とし
ては、グリース全量に対して、５～４０質量％であることが好ましい。より好ましくは５
～３５質量％、さらに好ましくは５～２５質量％、最も好ましくは８～２５質量％である
。ここで、増ちょう剤の配合割合が５質量％未満であると、グリース状態を維持すること
が困難になってしまい、一方、増ちょう剤の配合割合が４０質量％を超えると、グリース
組成物が硬くなりすぎて、潤滑状態を十分に発揮することができなくなってしまうため、
好ましくない。
【００３３】
　なお、グリース組成物のちょう度は混和ちょう度で２２０～３４０の範囲が好ましく、
より好ましくは２６５～３４０の範囲である。上記範囲にあれば、耐水性被膜や酸化被膜
を形成しやすくなり良好な潤滑を維持できる。一方、２２０より小さいと硬くなりすぎて
十分な潤滑効果が期待できず、３４０より大きいと軸受内部より漏洩する恐れがある。
【００３４】
［剥離抑制剤］
　本発明のグリース組成物には剥離抑制剤としてオレオイルザルコシン（ｏｌｅｏｙｌ　
ｓａｒｃｏｓｉｎｅ）が含まれることが好ましい。含有量はグリース全量の０．１～５質
量％であり、好ましくは０．５～３質量％である。より好ましくは０．５～２質量％であ
る。含有量が０．１質量％未満では効果は得られず、５質量％を超えて配合しても効果の
向上がない。オレオイルザルコシンを含有することで、グリース組成物の防錆性、耐水性
が向上し、耐剥離性を向上させることができる。
【００３５】
［その他の添加剤］
　本発明のグリース組成物は、各種性能をさらに向上させるため、所望により種々の添加
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剤を混合してもよい。例えば、酸化防止剤、極圧剤、油性向上剤、金属不活性化剤など、
グリース組成物に一般的に使用される添加剤を、単独又は２種以上混合して用いることが
できる。また、本発明の目的を損なわない範囲で、他の防錆剤との併用も可能である。
【００３６】
　酸化防止剤としては、例えば、アミン系、フェノール系、硫黄系、ジチオリン酸亜鉛等
が挙げられる。アミン系酸化防止剤の具体例としては、ｐ，ｐ’－ジオクチルジフェニル
アミン、フェニル－１－ナフチルアミン、フェニル－２－ナフチルアミン、ジフェニルア
ミン、フェニレンジアミン、オレイルアミドアミン、フェノチアジン等が挙げられる。
　フェノール系酸化防止剤の具体例としては、ｐ－ｔ－ブチル－フェニルサリシレート、
２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－フェニルフェノール、２，２’－メチレンビス（４－メチ
ル－６－ｔ－オクチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス－６－ｔ－ブチル－ｍ－
クレゾール、テトラキス［メチレン－３－（３’，５’－ジ－ｔ－ブチル－４’－ヒドロ
キシフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス
（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、ｎ－オクタデシル－β
－（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）プロピオネート、２－ｎ
－オクチル－チオ－４，６－ジ（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチル）フェ
ノキシ－１，３，５－トリアジン、４，４’－チオビス（６－ｔ－ブチル－ｍ－クレゾー
ル）、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチルフェニル）－５－クロ
ロベンゾトリアゾール等のヒンダードフェノールなどが挙げられる。
【００３７】
　油性向上剤としては、例えば、オレイン酸、ステアリン酸等の脂肪酸、ラウリルアルコ
ール、オレイルアルコール等のアルコール、ステアリルアミン、セチルアミン等のアミン
、リン酸トリクレジル等のリン酸エステル、及び動植物油等が挙げられる。
　さらに、リン系、ジチオリン酸亜鉛、有機モリブデン等の極圧剤や、ベンゾトリアゾー
ル等の金属不活性化剤などが使用される。
【００３８】
　防錆剤としては、例えば、エステル類等が挙げられる。エステル類の具体例としては、
多塩基カルボン酸及び多価アルコールの部分エステルであるソルビタンモノラウレート、
ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート等
のソルビタンエステル類や、ポリオキシエチレンラウレート、ポリオキシエチレンオレエ
ート、ポリオキシエチレンステアレート等のアルキルエステル類などが挙げられる。
【００３９】
　なお、これら添加剤の添加量は、本発明の目的を損なわない程度であれば特に限定され
るものではないが、通常はグリース組成物全体に対して０．１～２０質量％である。０．
１質量％未満では添加剤の添加効果が乏しく、また、２０質量％を超えて添加しても添加
効果の向上が望めない上、基油の量が相対的に少なくなるため潤滑性が低下するおそれが
あるので好ましくない。
【００４０】
［製法］
　本発明のグリース組成物を調製する方法には特に制約はない。しかし、一般的には基油
中で増ちょう剤を反応させて得られる。剥離抑制剤は、得られた基油と増ちょう剤から得
られたベースグリースに所定量を配合することが好ましい。ただし、ニーダやロールミル
等で剥離抑制剤を添加した後十分撹拌し、均一分散させる必要がある。この処理を行なう
ときは、加熱するのも有効である。なお、上記製法において、摩耗防止剤や酸化防止剤等
の添加剤は、剥離抑制剤と同時に添加することが工程上好ましい。
【００４１】
＜第３実施形態：グリース組成物例Ｃ＞
［基油］
　使用される基油は鉱物油系および合成油系の潤滑油のうち少なくとも一種からなる。前
記鉱物油系潤滑油としては、鉱物油を減圧蒸留、油剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶
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剤脱ろう、硫酸洗浄、白土精製、水素化精製等を、適宜組み合わせて精製したものを用い
ることができる。前記合成油系潤滑基油としては、炭化水素系油、芳香族系油、エステル
系油、エーテル系油等が挙げられる。
【００４２】
　前記炭化水素系油としては、ノルマルパラフィン、イソパラフィン、ポリブテン、ポリ
イソブチレン、１－デセンオリゴマー、１－デセンとエチレンコオリゴマーなどのポリ－
α－オレフィンまたはこれらの水素化物などが挙げられる。
　前記芳香族系油としては、モノアルキルベンゼン、ジアルキルベンゼン、などのアルキ
ルベンゼン、あるいはモノアルキルナフタレン、ジアルキルナフタレン、ポリアルキルナ
フタレンなどのアルキルナフタレンなどが挙げられる。
　前記エステル系油としては、ジブチルセバケート、ジ－２－エチルヘキシルセバケート
、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート、ジトリデシルアジペート、ジトリデ
シルグルタレート、メチル・アセチルシノレートなどのジエステル油、あるいはトリオク
チルトリメリテート、トリデシルトリメリテート、テトラオクチルピロメリテートなどの
芳香族エステル油、さらにはトリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロ
パンペラルゴネート、ペンタエリスリトール－２－エチルヘキサノエート、ペンタエリス
リトールベラルゴネートなどのポリオールエステル油、さらにはまた、多価アルコールと
二塩基酸・一塩基酸の混合脂肪酸とのオリゴエステルであるコンプレックスエステル油な
どが挙げられる。
【００４３】
　前記エーテル系油としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポ
リエチレングリコールモノエーテル、ポリプロピレングリコールモノエーテルなどのポリ
グリコール、あるいはモノアルキルトリフェニルエーテル、アルキルジフェニルエーテル
、ジアルキルジフェニルエーテル、ペンタフェニルエーテル、テトラフェニルエーテル、
モノアルキルテトラフェニルエーテル、ジアルキルテトラフェニルエーテルなどのフェニ
ルエーテル油などが挙げられる。その他の合成潤滑基油としてはトリクレジルフォスフェ
ート、シリコーン油、パーフルオロアルキルエーテルなどが挙げられる。これらの基油は
、単独または混合物として用いることができる。
【００４４】
　また、基油の動粘度は、低温起動時の異音発生や、高温で油膜が形成され難いために起
こる焼付きを避けるために、４０℃における動粘度が４０ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／
ｓ以下であることが好ましい。さらに好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以上１５０ｍｍ２／ｓ以
下、より好ましくは７０ｍｍ２／ｓ以上１２０ｍｍ２／ｓ以下、最も好ましくは７５ｍｍ
２／ｓ以上１１０ｍｍ２／ｓ以下である。なお、熱帯地域での使用等高温で使用される場
合、好ましくは１００ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。４０ｍｍ２／
ｓ未満であると、耐水性の点で好ましくなく、２５０ｍｍ２／ｓ以上であるとトルクが大
きくなり耐熱性の面で好ましくない。
【００４５】
［増ちょう剤］
　増ちょう剤は、ゲル構造を形成し、基油をゲル構造中に保持する能力があれば、特に制
約はない。例えば、Ｌｉ、Ｎａ等からなる金属石けん、Ｌｉ、Ｎａ、Ｂａ、Ｃａ等から選
択される複合金属石けん等の金属石けん類、ベントン、シリカゲル、ウレア化合物、ウレ
ア・ウレタン化合物、ウレタン化合物等の非石けん類を適宜選択して使用できるが、現在
のハブユニットの急速な進歩に伴い、ハブユニット内ではより高温になる傾向があるため
、グリースの耐熱性を考慮するとウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ウレタン化合
物または、これらの混合物が好ましい。ウレア化合物としては、ジウレア化合物、トリウ
レア化合物、テトラウレア化合物、ポリウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ジウレ
タン化合物またはこれらの混合物が挙げられ、これらの中でもジウレア化合物、ウレア・
ウレタン化合物、ジウレタン化合物またはこれらの混合物がより好ましい。さらに好まし
くは、ジウレア化合物を配合することが望ましい。上記ウレア化合物は増ちょう剤量とし
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ては、グリース全量に対して、５～４０質量％であることが好ましい。より好ましくは５
～３５質量％、さらに好ましくは５～２５質量％、最も好ましくは８～２５質量％である
。ここで、増ちょう剤の配合割合が５質量％未満であると、グリース状態を維持すること
が困難になってしまい、一方、増ちょう剤の配合割合が４０質量％を超えると、グリース
組成物が硬くなりすぎて、潤滑状態を十分に発揮することができなくなってしまうため、
好ましくない。
【００４６】
　なお、グリース組成物のちょう度は混和ちょう度で２２０～３４０の範囲が好ましく、
より好ましくは２６５～３４０の範囲である。２２０より小さいと硬くなりすぎて十分な
潤滑効果が期待できず、３４０より大きいと軸受内部より漏洩する恐れがある。
【００４７】
［剥離抑制剤］　
　本発明のグリース組成物には剥離抑制剤としてポリ（オキシエチレン）ドデシルアミン
［｛Ｈ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎ｝２Ｎ－（ＣＨ２）１１ＣＨ３］が含まれることが好ましい
。ここでｎは２以上の整数である。含有量はグリース全量の０．１～３質量％であり、好
ましくは０．３～１質量％である。さらに好ましくは０．５～２質量％である。含有量が
０．１質量％未満では効果は得られず、３質量％を超えて配合しても逆に耐剥離性が低下
する。ポリ（オキシエチレン）ドデシルアミンを含有することで、グリース組成物の防錆
性、耐水性が向上し、耐剥離性を向上させることができる。
【００４８】
［その他の添加剤］
　本発明のグリース組成物は、各種性能をさらに向上させるため、所望により種々の添加
剤を混合してもよい。例えば、酸化防止剤、極圧剤、油性向上剤、金属不活性化剤など、
グリース組成物に一般的に使用される添加剤を、単独又は２種以上混合して用いることが
できる。また、本発明の目的を損なわない範囲で、他の防錆剤との併用も可能である。
【００４９】
　酸化防止剤としては、例えば、アミン系、フェノール系、硫黄系、ジチオリン酸亜鉛等
が挙げられる。アミン系酸化防止剤の具体例としては、ｐ，ｐ’－ジオクチルジフェニル
アミン、フェニル－１－ナフチルアミン、フェニル－２－ナフチルアミン、ジフェニルア
ミン、フェニレンジアミン、オレイルアミドアミン、フェノチアジン等が挙げられる。
　フェノール系酸化防止剤の具体例としては、ｐ－ｔ－ブチル－フェニルサリシレート、
２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－フェニルフェノール、２，２’－メチレンビス（４－メチ
ル－６－ｔ－オクチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス－６－ｔ－ブチル－ｍ－
クレゾール、テトラキス［メチレン－３－（３’，５’－ジ－ｔ－ブチル－４’－ヒドロ
キシフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス
（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、ｎ－オクタデシル－β
－（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）プロピオネート、２－ｎ
－オクチル－チオ－４，６－ジ（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチル）フェ
ノキシ－１，３，５－トリアジン、４，４’－チオビス（６－ｔ－ブチル－ｍ－クレゾー
ル）、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチルフェニル）－５－クロ
ロベンゾトリアゾール等のヒンダードフェノールなどが挙げられる。
【００５０】
　油性向上剤としては、例えば、オレイン酸、ステアリン酸等の脂肪酸、ラウリルアルコ
ール、オレイルアルコール等のアルコール、ステアリルアミン、セチルアミン等のアミン
、リン酸トリクレジル等のリン酸エステル、及び動植物油等が挙げられる。
　さらに、リン系、ジチオリン酸亜鉛、有機モリブデン等の極圧剤や、ベンゾトリアゾー
ル等の金属不活性化剤などが使用される。
【００５１】
　防錆剤としては、例えば、エステル類等が挙げられる。エステル類の具体例としては、
多塩基カルボン酸及び多価アルコールの部分エステルであるソルビタンモノラウレート、
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ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート等
のソルビタンエステル類や、ポリオキシエチレンラウレート、ポリオキシエチレンオレエ
ート、ポリオキシエチレンステアレート等のアルキルエステル類などが挙げられる。
【００５２】
　なお、これら添加剤の添加量は、本発明の目的を損なわない程度であれば特に限定され
るものではないが、通常はグリース組成物全体に対して０．１～２０質量％である。０．
１質量％未満では添加剤の添加効果が乏しく、また、２０質量％を超えて添加しても添加
効果の向上が望めない上、基油の量が相対的に少なくなるため潤滑性が低下するおそれが
あるので好ましくない。
【００５３】
［製法］
　本発明のグリース組成物を調製する方法には特に制約はない。しかし、一般的には基油
中で増ちょう剤を反応させて得られる。剥離抑制剤は、得られた基油と増ちょう剤から得
られたベースグリースに所定量を配合することが好ましい。ただし、ニーダやロールミル
等で剥離抑制剤を添加した後十分撹拌し、均一分散させる必要がある。この処理を行なう
ときは、加熱するのも有効である。なお、上記製法において、摩耗防止剤や酸化防止剤等
の添加剤は、剥離抑制剤と同時に添加することが工程上好ましい。
【００５４】
＜第４実施形態：グリース組成物例Ｄ＞
　本発明に係るハブユニット軸受用グリース組成物は、鉱物油及び合成油の少なくとも一
方を主成分とする基油と、増ちょう剤と、剥離抑制剤を含有するグリース組成物とされて
いる。そして、剥離抑制剤として２－エチルヘキシル酸ビスマスを、グリース組成物全体
の０．１質量％以上５質量％以下含有するのが好ましい。より好ましくは０．５～２質量
％である。
　２－エチルヘキシル酸ビスマスは優れた耐水性と防錆性を有しているので、グリース組
成物に水が混入した場合でも、車両用ハブユニット軸受１の外側軌道面２１ａ，２１ｂ及
び内側軌道面２０ａ，２０ｂに白色組織剥離や腐食が生じることが抑制される。よって、
車両用ハブユニット軸受１は、水が侵入するような環境下で使用されても白色組織剥離や
腐食が生じにくく長寿命である。
【００５５】
　２－エチルヘキシル酸ビスマスの含有量が０．１質量％未満であると、前述の効果が不
十分となるおそれがある。一方、５質量％を超えて含有しても、前述の効果がそれ以上向
上することはなく飽和する。このような不都合がより生じにくくするためには、２－エチ
ルヘキシル酸ビスマスの含有量は０．５質量％以上３質量％以下であることがより好まし
い。
【００５６】
　グリース組成物の基油として使用される鉱物油，合成油の種類は特に限定されるもので
はなく、グリースや潤滑油の基油として一般的に使用される油であれば、問題なく使用す
ることができる。鉱物油としては、パラフィン系鉱物油，ナフテン系鉱物油，及びこれら
の混合油等があげられるが、減圧蒸留，溶剤脱れき，溶剤抽出，水素化分解，溶剤脱ろう
，硫酸洗浄，白土精製，水素化精製等のうち少なくとも１つにより、精製した鉱物油が好
ましい。
【００５７】
　合成油としては、合成炭化水素油，エステル油，エーテル油，シリコーン油，フッ素油
等があげられる。このうち合成炭化水素油としては、ノルマルパラフィン，イソパラフィ
ン，ポリブテン，ポリイソブチレン，１－デセンオリゴマー，１－デセンとエチレンとの
コオリゴマー等のポリα－オレフィン又はその水素化物などがあげられる。また、モノア
ルキルベンゼン，ジアルキルベンゼン，ポリアルキルベンゼン等のアルキルベンゼンや、
モノアルキルナフタレン，ジアルキルナフタレン，ポリアルキルナフタレン等のアルキル
ナフタレンなどもあげられる。
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【００５８】
　また、エステル油としては、ジブチルセバケート，ジ（２－エチルヘキシル）セバケー
ト，ジオクチルアジペート，ジイソデシルアジペート，ジトリデシルアジペート，ジトリ
デシルグルタレート，メチルアセチルリシノレート等のジエステル油や、トリオクチルト
リメリテート，トリデシルトリメリテート，テトラオクチルピロメリテート等の芳香族エ
ステル油があげられる。また、トリメチロールプロパンカプリレート，トリメチロールプ
ロパンペラルゴネート，ペンタエリスリトール－２－エチルヘキサノエート，ペンタエリ
スリトールペラルゴネート等のポリオールエステル油や、一塩基酸及び二塩基酸の混合脂
肪酸と多価アルコールとのオリゴエステルであるコンプレックスエステル油などもあげら
れる。
【００５９】
　さらに、エーテル油としては、ポリエチレングリコール，ポリプロピレングリコール，
ポリエチレングリコールモノエーテル，ポリプロピレングリコールモノエーテル等のポリ
グリコールや、モノアルキルトリフェニルエーテル，アルキルジフェニルエーテル，ジア
ルキルジフェニルエーテル，テトラフェニルエーテル，ペンタフェニルエーテル，モノア
ルキルテトラフェニルエーテル，ジアルキルテトラフェニルエーテル等のフェニルエーテ
ル油などがあげられる。
【００６０】
　上記以外の合成油としては、トリクレジルフォスフェート，シリコーン油，パーフルオ
ロアルキルエーテル油などがあげられる。
　これらの油は、単独で用いてもよいし、２種以上を適宜組み合わせて使用してもよい。
基油の４０℃における動粘度は、低温起動時の異音発生や、高温で油膜が形成され難いた
めに起こる焼付きを避けるためには、４０ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下であるこ
とが好ましい。さらに好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以上１５０ｍｍ２／ｓ以下、より好まし
くは７０ｍｍ２／ｓ以上１２０ｍｍ２／ｓ以下、最も好ましくは７５ｍｍ２／ｓ以上１１
０ｍｍ２／ｓ以下である。なお、熱帯地域での使用等高温で使用される場合、好ましくは
１００ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。４０ｍｍ２／ｓ未満であると
、耐水性の点で好ましくなく、２５０ｍｍ２／ｓ以上であるとトルクが大きくなり耐熱性
の面で好ましくない。
【００６１】
　グリース組成物に使用される増ちょう剤の種類は特に限定されるものではなく、グリー
ス組成物の増ちょう剤として一般的に使用されるものであれば、問題なく使用することが
できる。例えば、リチウム石けん，カルシウム石けん，アルミニウム石けん，マグネシウ
ム石けん，ナトリウム石けん等の金属石けんや、リチウム複合石けん，カルシウム複合石
けん，アルミニウム複合石けん，マグネシウム複合石けん，ナトリウム複合石けん，バリ
ウム複合石けん等の金属複合石けんがあげられる。さらに、ウレア化合物（ジウレア化合
物，トリウレア化合物，テトラウレア化合物，ポリウレア化合物等），ウレア・ウレタン
化合物，ウレタン化合物（ジウレタン化合物等），ベントナイト，シリカゲル等も使用で
きる。これらの増ちょう剤は、単独で用いてもよいし、２種以上を適宜組み合わせて使用
してもよい。
【００６２】
　急速な進歩に伴う車両用ハブユニット軸受の高温化を考慮すると、グリース組成物には
耐熱性が必要であるので、これらの増ちょう剤の中では、ウレア化合物，ウレア・ウレタ
ン化合物，ウレタン化合物，又はそれらの混合物が好ましく、その中でも、ジウレア化合
物，ウレア・ウレタン化合物，ジウレタン化合物，又はそれらの混合物がより好ましく、
ジウレア化合物が特に好ましい。
【００６３】
　グリース組成物中の増ちょう剤の含有量は特に限定されるものではないが、５質量％以
上４０質量％以下であることが好ましい。より好ましくは５～３５質量％、さらに好まし
くは５～２５質量％、最も好ましくは８～２５質量％である。５質量％未満であると、半
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固体状のグリースを形成することが困難となるおそれがあり、４０質量％超過であると、
グリース組成物が硬くなりすぎて潤滑性が不十分となるおそれがある。
　さらに、グリース組成物には、グリース組成物に一般的に使用される添加剤を必要に応
じて添加してもよい。例えば、酸化防止剤，防錆剤，極圧剤，油性剤，及び金属不活性化
剤等があげられ、これらは単独又は２種以上を混合して使用することができる。
【００６４】
　酸化防止剤としては、例えば、アミン系酸化防止剤，フェノール系酸化防止剤，硫黄系
酸化防止剤，ジチオリン酸亜鉛等があげられる。
　このうちアミン系酸化防止剤の具体例としては、フェニル－１－ナフチルアミン，フェ
ニル－２－ナフチルアミン，ジフェニルアミン，フェニレンジアミン，オレイルアミドア
ミン，フェノチアジン等があげられる。
【００６５】
　また、フェノール系酸化防止剤の具体例としては、ｐ－ｔ－ブチル－フェニルサリシレ
ート、２，６－ジ－ｔ－ブチルフェノール、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－フェニルフェ
ノール、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－オクチルフェノール）、４，４
’－ブチリデンビス－６－ｔ－ブチル－ｍ－クレゾール、テトラキス［メチレン－３－（
３’，５’－ジ－ｔ－ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、１
，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ
ベンジル）ベンゼン、ｎ－オクタデシル－β－（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ
－ブチルフェニル）プロピオネート、２－ｎ－オクチル－チオ－４，６－ジ（４’－ヒド
ロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチル）フェノキシ－１，３，５－トリアジン、４，４’
－チオビス（６－ｔ－ブチル－ｍ－クレゾール）、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－
ブチル－５’－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール等のヒンダードフェノ
ールなどがあげられる。
【００６６】
　防錆剤としては、エステル類等があげられる。エステル類の具体例としては、多塩基カ
ルボン酸と多価アルコールとの部分エステルであるソルビタンモノラウレート，ソルビタ
ントリステアレート，ソルビタンモノオレエート，ソルビタントリオレエート等のソルビ
タンエステル類や、ポリオキシエチレンラウレート，ポリオキシエチレンオレエート，ポ
リオキシエチレンステアレート等のアルキルエステル類などがあげられる。
【００６７】
　さらに、極圧剤としては、リン系極圧剤，ジチオリン酸亜鉛，有機モリブデン等があげ
られる。さらに、油性剤としては、オレイン酸，ステアリン酸等の脂肪酸や、ラウリルア
ルコール，オレイルアルコール等のアルコールや、ステアリルアミン，セチルアミン等の
アミンや、リン酸トリクレジル等のリン酸エステルや、動植物油等があげられる。さらに
、金属不活性化剤としては、ベンゾトリアゾール等があげられる。
【００６８】
　グリース組成物中の添加剤の含有量は特に限定されるものではないが、０．１質量％以
上２０質量％以下であることが好ましい。０．１質量％未満であると、添加剤の添加効果
が不十分となるおそれがある。一方、２０質量％を超えて添加しても、それ以上の添加効
果の向上が望めない上、基油の割合が相対的に少なくなるため潤滑性が不十分となるおそ
れがある。
【００６９】
　このようなグリース組成物を製造する方法は、特に限定されるものではなく、一般的な
グリース組成物の製造方法を適用できる。ただし、剥離抑制剤は、ニーダ，ロールミル等
で十分に撹拌することにより、グリース組成物に均一に分散させる必要がある。この時、
加熱しながら撹拌すると、均一分散に対して有効である。なお、酸化防止剤等の他の添加
剤をグリース組成物に含有させる場合には、剥離抑制剤と同時に添加することが、製造工
程上好ましい。
【００７０】
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＜第５実施形態：グリース組成物例Ｅ＞
　本発明に係るグリース組成物は鉱物油を主な基油とし、増ちょう剤として芳香族ウレア
を用い、剥離抑制剤としてカルシウムスルフォネート、ジチオカルバミン酸亜鉛、ベンゾ
トリアゾールまたはその誘導体を含むことが好ましい。特に剥離抑制剤として上記の三種
類を含むことにより、含水下においても剥離寿命を延長でき、また増ちょう剤として芳香
族ジウレアを使用することにより運転に伴う振動により生じるフレッチング摩耗を防止す
ることを特徴とする車両用ハブユニット軸受に用いるグリース組成物である。本発明のグ
リース組成物が剥離抑制に優れる理由は完全には解明していないが、鉱物油、芳香族ウレ
ア、カルシウムスルフォネート、ジチオカルバミン酸亜鉛、ベンゾトリアゾールまたはそ
の誘導体の原料バランスと適正な配合処方がグリースに耐水性と強力な保護膜層の形成機
能を付与したためと推測している。また、増ちょう剤として芳香族ウレアを使用すること
により運転に伴う振動により生じるフレッチング摩耗を防止することが可能となる。
【００７１】
　本発明では、鉱物油が基油として、増ちょう剤としては運転に伴う振動により生じるフ
レッチング摩耗を考慮し、芳香族ウレアを使用する。芳香族ジウレア化合物の増ちょう剤
量は、グリース全量に対して、５～４０質量％であることが好ましい。より好ましくは５
～３５質量％、さらに好ましくは５～２５質量％、最も好ましくは８～２５質量％である
。ここで、増ちょう剤の配合割合が５質量％未満であると、グリース状態を維持すること
が困難になってしまい、一方、増ちょう剤の配合割合が４０質量％を超えると、グリース
組成物が硬くなりすぎて、潤滑状態を十分に発揮することができなくなってしまうため、
好ましくない。
【００７２】
　本発明に使用するカルシウムスルフォネートには、石油スルフォン酸カルシウム、合成
スルフォン酸カルシウムがあり、例えば、ジノニルナフタレン酸スルフォン酸カルシウム
、アルキルベンゼンスルフォン酸カルシウム、またはこれらの混合物等が挙げられる。カ
ルシウムスルフォネートの全塩基価が４００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、より好ましくは
３００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、さらに好ましくは１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、さらに好まし
くは７０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、最も好ましくは全塩基価が５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である
。
【００７３】
　また、本発明に用いるジチオカルバミン酸亜鉛としては、例えば、ジメチルジチオカル
バミン酸亜鉛、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジプロピルジチオカルバミン酸亜鉛、
ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジペンチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジヘキシルジチ
オカルバミン酸亜鉛、ジヘプチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジオクチルジチオカルバミン
酸亜鉛、ジノニルジチオカルバミン酸亜鉛、ジデシルジチオカルバミン酸亜鉛、ジウンデ
シルジチオカルバミン酸亜鉛、ジドデシルジチオカルバミン酸亜鉛、ジトリデシルジチオ
カルバミン酸亜鉛、またはこれらの混合物等が挙げられる。
【００７４】
　さらに、本発明に用いるベンゾトリアゾールまたはその誘導体の具体例としては、１，
２，３－ベンゾトリアゾール、１，Ｈ－ベンゾトリアゾール、４－メチル－１，Ｈ－ベン
ゾトリアゾール、４－カルボキシル－１，Ｈ－ベンゾトリアゾール、ナトリウムトリルト
リアゾール、５－メチル－１，Ｈ－ベンゾトリアゾール、ベンゾトリアゾールブチルエー
テル、銀ベンゾトリアゾール、５－クロロ－１，Ｈ－ベンゾトリアゾール、１－クロロ－
ベンゾトリアゾール、１－ジ（Ｃ８Ｈ１７）アミノメチル－ベンゾトリアゾール、２，３
－ジヒドロキシプロピル－ベンゾトリアゾール、１，２－ジカルボキシエチル－ベンゾト
リアゾール、（Ｃ８Ｈ１７）アミノメチル－ベンゾトリアゾール、ビス（ベンゾトリアゾ
ール１－イル－メチル）（Ｃ８Ｈ１７）アミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－エチルヘキシル）－
４－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾール１－メチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－エチルヘ
キシル）－５－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾール１－メチルアミン等が挙げられる。
【００７５】
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　剥離抑制剤のカルシウムスルフォネート、ジチオカルバミン酸亜鉛、ベンゾトリアゾー
ルまたはその誘導体の含有量は、それぞれ０．１～１０質量％、より好ましくはそれぞれ
０．５～５質量％、さらに好ましくはそれぞれ１～３質量％、最も好ましくはそれぞれ２
質量％である。
【００７６】
［その他の添加剤］
　本発明のグリース組成物には、各種性能をさらに向上させるため、所望により種々の添
加剤を混合してもよい。特に好ましい添加剤として、酸化防止剤が挙げられる。酸化防止
剤としては、アミン系、フェノール系、硫黄系、ジチオリン酸亜鉛等が挙げられる。アミ
ン系酸化防止剤の具体例としては、フェニル－１－ナフチルアミン、フェニル－２－ナフ
チルアミン、ジフェニルアミン、フェニレンジアミン、オレイルアミドアミン、フェノチ
アジン等が挙げられる。フェノール系酸化防止剤の具体例としては、ｐ－ｔ－ブチル－フ
ェニルサリシレート、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－フェニルフェノール、２，２’－メ
チレンビス（４－メチル－６－ｔ－オクチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス－
６－ｔ－ブチル－ｍ－クレゾール、テトラキス［メチレン－３－（３’，５’－ジ－ｔ－
ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル
－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、
ｎ－オクタデシル－β－（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）プ
ロピオネート、２－ｎ－オクチル－チオ－４，６－ジ（４’－ヒドロキシ－３’，５’－
ジ－ｔ－ブチル）フェノキシ－１，３，５－トリアジン、４，４’－チオビス（６－ｔ－
ブチル－ｍ－クレゾール）、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチル
フェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール等のヒンダードフェノール等が挙げられる。
【００７７】
　その他の添加剤としては、防錆剤、油性向上剤、極圧剤などが挙げられる。防錆剤とし
ては、エステル類が好ましく、ソルビタンモノラウレート、ソルビタントリステアレート
、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート等のソルビタンエステル類、ポ
リオキシエチレンラウレート、ポリオキシエチレンオレエート、ポリオキシエチレンステ
アレート等のアルキルエステル類等が挙げられる。
【００７８】
　油性向上剤としては、例えば、オレイン酸、ステアリン酸等の脂肪酸、ラウリルアルコ
ール、オレイルアルコール等のアルコール、ステアリルアミン、セチルアミン等のアミン
、リン酸トリクレジル等のリン酸エステル、及び動植物油等が挙げられる。
　極圧剤としては、リン系、ジチオリン酸亜鉛、有機モリブデン等が挙げられる。
【００７９】
　これら添加剤の添加量は、それぞれ単独で、あるいは適宜組み合わせて添加することが
できる。添加量は本発明の効果を損なわない範囲であれば制限はないが、グリース全量の
０．１～２０質量％が好ましい。添加量が０．１質量％未満では添加剤の効果が乏しく、
２０質量％を超えて添加しても効果の向上が望めない上、基油の量が相対的に少なくなる
ため潤滑性が低下するおそれがある。
【００８０】
［製法］
　グリース製造方法には特に制限は無いが、基油中で増ちょう剤を反応させる方法が一般
的である。剥離抑制剤のカルシウムスルフォネート、ジチオカルバミン酸亜鉛、ベンゾト
リアゾールは、得られたグリースに所定量を添加し、ニーダやロールミル等で十分に混練
して均一に分散させる。この処理を行うときは、加熱するものも有効である。またその他
の添加剤は、上記剥離抑制剤と同時に添加することが工程上好ましい。尚、得られるグリ
ースのちょう度は、２２０～３４０であることが好ましい。
【００８１】
＜第６実施形態：グリース組成物例Ｆ＞
　本発明のグリース組成物は、基油と、金属複合石けんまたはウレア化合物からなる増ち
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ょう剤とを含み、剥離抑制剤として界面活性剤及び金属不活性化剤を所定量添加したもの
であることが好ましい。基油、増ちょう剤、界面活性剤及び金属不活性化剤の組み合わせ
に制限はないが、以下に示す実施形態を示すことができる。
【００８２】
［基油］
　使用される基油は鉱物油系潤滑油及び合成系潤滑油の少なくとも一種である。
　鉱物油系潤滑油としては、パラフィン系鉱物油、ナフテン系鉱物油が挙げられ、特に減
圧蒸留、油剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、硫酸洗浄、白土精製、水素化
精製等を、適宜組み合わせて精製したものが好ましい。合成油系潤滑基油としては、炭化
水素系油、芳香族系油、エステル系油、エーテル系油等が挙げられる。前記炭化水素系油
としては、ノルマルパラフィン、イソパラフィン、ポリブデン、ポリイソブチレン、１－
デセンオリゴマー、１－デセンとエチレンコオリゴマーなどのポリ－α－オレフィンまた
はこれらの水素化物などが挙げられる。前記芳香族系油としては、モノアルキルベンゼン
、ジアルキルベンゼン、などのアルキルベンゼン、あるいはモノアルキルナフタレン、ジ
アルキルナフタレン、ポリアルキルナフタレンなどのアルキルナフタレンなどが挙げられ
る。前記エステル系油としては、ジブチルセバケート、ジ－２－エチルヘキシルセバケー
ト、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート、ジトリデシルアジペート、ジトリ
デシルグルタレート、メチル・アセチルシノレートなどのジエステル油、あるいはトリオ
クチルトリメリテート、トリデシルトリメリテート、テトラオクチルピロメリテートなど
の芳香族エステル油、さらにはトリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプ
ロパンペラルゴネート、ペンタエリスリトール－２－エチルヘキサノエート、ペンタエリ
スリトールベラルゴネートなどのポリオールエステル油、さらにはまた、多価アルコール
と二塩基酸・一塩基酸の混合脂肪酸とのオリゴエステルであるコンプレックスエステル油
などが挙げられる。前記エーテル系油としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレ
ングリコール、ポリエチレングリコールモノエーテル、ポリプロピレングリコールモノエ
ーテルなどのポリグリコール、あるいはモノアルキルトリフェニルエーテル、アルキルジ
フェニルエーテル、ジアルキルジフェニルエーテル、ペンタフェニルエーテル、テトラフ
ェニルエーテル、モノアルキルテトラフェニルエーテル、ジアルキルテトラフェニルエー
テルなどのフェニルエーテル油などが挙げられる。その他の合成潤滑基油としてはトリク
レジルフォスフェート、シリコーン油、パーフルオロアルキルエーテルなどが挙げられる
。
　また、上記基油は、低温起動時の異音発生や、高温で油膜が形成され難いために起こる
焼付きを避けるために４０℃における動粘度が４０ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下
であることが好ましい。さらに好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以上１５０ｍｍ２／ｓ以下、よ
り好ましくは７０ｍｍ２／ｓ以上１２０ｍｍ２／ｓ以下、最も好ましくは７５ｍｍ２／ｓ
以上１１０ｍｍ２／ｓ以下である。なお、熱帯地域での使用等高温で使用される場合、好
ましくは１００ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。４０ｍｍ２／ｓ未満
であると、耐水性の点で好ましくなく、２５０ｍｍ２／ｓ以上であるとトルクが大きくな
り耐熱性の面で好ましくない。
【００８３】
［増ちょう剤］
　増ちょう剤には、金属複合石けんまたはウレア化合物を用いることが好ましい。金属複
合石けんとしては、リチウム、カルシウム、アルミニウム、ナトリウム等の金属複合石け
んが挙げられる。ウレア化合物としては、ジウレア化合物、トリウレア化合物、テトラウ
レア化合物、ポリウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ジウレタン化合物またはこれ
らの混合物が挙げられ、これらの中でもジウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ジウ
レタン化合物またはこれらの混合物がより好ましく、ジウレア化合物を配合することが特
に好ましい。増ちょう剤量の配合量は、上記基油とともにグリースを形成し、維持できる
量であれば制限されるものではないが、グリース全量に対して、５～４０質量％であるこ
とが好ましい。より好ましくは５～３５質量％、さらに好ましくは５～２５質量％、最も
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好ましくは８～２５質量％である。増ちょう剤の配合割合が５質量％未満では、グリース
状態を維持することが困難となり、一方、増ちょう剤の配合割合が４０質量％を超えると
、グリース組成物が硬くなりすぎて、潤滑状態を十分に発揮することができなくなり、ま
たトルクを増大させる。
【００８４】
［剥離抑制剤］
　剥離抑制剤のうち、界面活性剤としては陰イオン型界面活性剤、陽イオン型界面活性剤
、両性界面活性剤及び非イオン界面活性剤を選択して用いる。好ましくは、水分を微細な
水滴、具体的には２０μｍ以下の水滴としてグリース中に均一に分散させることができ、
潤滑部位において油膜を良好に維持して潤滑状態を長期にわたり安定して維持できる陰イ
オン型界面活性剤、陽イオン型界面活性剤及び両性界面活性剤であり、より好ましくは、
陰イオン型界面活性剤である。陰イオン型界面活性剤としては、アルキル硫酸エステル塩
、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルフォン酸
塩、アルキルナフタレンスルホン酸、アルキルスルホンコハク酸、脂肪酸塩、ナフタレン
スルホン酸ホルマリン縮合物等が挙げられ、陽イオン型界面活性剤としてはアルキルアミ
ン塩、第四級アンモニウム塩等が挙げられ、両性界面活性剤としてはアルキルベタイン、
アルキルアミンオキサイド等が挙げられ、非イオン界面活性剤はアルキルナフタレンスル
ホン酸塩、アルキルスルホン酸コハク酸塩等が挙げられる。これらの界面活性剤の添加量
は、グリース全量０．１～１０質量％である。添加量が０．１質量％未満では、水を微細
な粒子として取り込むことができず、１０質量％を超えて添加しても増分に見合う効果の
向上が認められない上、グリースが軟化し、軸受内部より漏洩するおそれがある。これら
を考慮すると、界面活性剤の添加量は０．５～５質量％が好ましい。さらに好ましくは０
．５～２質量％である。
　剥離抑制剤のうち、金属不活性化剤としては、ベンゾトリアゾール、ベンゾイミダゾー
ル、インドール、メチルベンゾトリアゾール等のトリアゾール化合物が挙げられる。その
中でも、ベンゾトリアゾールがより好ましい。金属不活性化剤の含有量は０．２～１０質
量％である。金属不活性化剤は転がり軸受の金属表面に不動態膜を形成する。このため、
軸受内部に水が浸入した場合でも、金属表面に水膜を形成することを防止でき、耐剥離性
向上が得られる。添加量が０．２質量％未満ではこの効果は得られず、１０質量％を超え
ても効果は飽和して、さらなる性能向上は得られない。
【００８５】
［その他の添加剤］
　本発明のグリース組成物には、各種性能をさらに向上させるため、所望により種々の添
加剤を混合してもよい。特に好ましい添加剤として、酸化防止剤が挙げられる。酸化防止
剤としては、アミン系、フェノール系、硫黄系、ジチオリン酸亜鉛等が挙げられる。アミ
ン系酸化防止剤の具体例としては、フェニル－１－ナフチルアミン、フェニル－２－ナフ
チルアミン、ジフェニルアミン、フェニレンジアミン、オレイルアミドアミン、フェノチ
アジン等が挙げられる。フェノール系酸化防止剤の具体例としては、ｐ－ｔ－ブチル－フ
ェニルサリシレート、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－フェニルフェノール、２，２’－メ
チレンビス（４－メチル－６－ｔ－オクチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス－
６－ｔ－ブチル－ｍ－クレゾール、テトラキス［メチレン－３－（３’，５’－ジ－ｔ－
ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル
－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、
ｎ－オクタデシル－β－（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）プ
ロピオネート、２－ｎ－オクチル－チオ－４，６－ジ（４’－ヒドロキシ－３’，５’－
ジ－ｔ－ブチル）フェノキシ－１，３，５－トリアジン、４，４’－チオビス（６－ｔ－
ブチル－ｍ－クレゾール）、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチル
フェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール等のヒンダードフェノール等が挙げられる。
【００８６】
　その他の添加剤としては、防錆剤、油性向上剤、極圧剤などが挙げられる。
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　防錆剤としては、エステル類が好ましく、ソルビタンモノラウレート、ソルビタントリ
ステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート等のソルビタンエ
ステル類、ポリオキシエチレンラウレート、ポリオキシエチレンオレエート、ポリオキシ
エチレンステアレート等のアルキルエステル類等が挙げられる。
　油性向上剤としては、例えば、オレイン酸、ステアリン酸等の脂肪酸、ラウリルアルコ
ール、オレイルアルコール等のアルコール、ステアリルアミン、セチルアミン等のアミン
、リン酸トリクレジル等のリン酸エステル、及び動植物油等が挙げられる。
　極圧剤としては、リン系、ジチオリン酸亜鉛、有機モリブデン等が挙げられる。
【００８７】
　これら添加剤の添加量は、それぞれ単独で、あるいは適宜組み合わせて添加することが
できる。添加量は本発明の効果を損なわない範囲であれば制限はないが、グリース全量の
０．１～２０質量％が好ましい。添加量が０．１質量％未満では添加剤の効果が乏しく、
２０質量％を超えて添加しても効果の向上が望めない上、基油の量が相対的に少なくなる
ため潤滑性が低下するおそれがある。
【００８８】
［製法］
　グリース製造方法には特に制限は無いが、基油中で増ちょう剤を反応させる方法が一般
的である。剥離抑制剤は、得られたグリースに所定量を添加し、ニーダやロールミル等で
十分に混練して均一に分散させる。この処理を行なうときは、加熱するものも有効である
。またその他の添加剤は、剥離抑制剤と同時に添加することが工程上好ましい。尚、得ら
れるグリースの混和ちょう度は、２２０～３４０であることが好ましい。
【００８９】
＜第７実施形態：グリース組成物例Ｇ＞
［基油］
　使用される基油は鉱物油系潤滑油及び合成系潤滑油の少なくとも一種である。
　鉱物油系潤滑油としては、パラフィン系鉱物油、ナフテン系鉱物油が挙げられ、特に減
圧蒸留、油剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、硫酸洗浄、白土精製、水素化
精製等を、適宜組み合わせて精製したものが好ましい。
　合成油系潤滑基油としては、炭化水素系油、芳香族系油、エステル系油、エーテル系油
等が挙げられる。前記炭化水素系油としては、ノルマルパラフィン、イソパラフィン、ポ
リブデン、ポリイソブチレン、１－デセンオリゴマー、１－デセンとエチレンコオリゴマ
ーなどのポリ－α－オレフィンまたはこれらの水素化物などが挙げられる。前記芳香族系
油としては、モノアルキルベンゼン、ジアルキルベンゼン、などのアルキルベンゼン、あ
るいはモノアルキルナフタレン、ジアルキルナフタレン、ポリアルキルナフタレンなどの
アルキルナフタレンなどが挙げられる。前記エステル系油としては、ジブチルセバケート
、ジ－２－エチルヘキシルセバケート、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート
、ジトリデシルアジペート、ジトリデシルグルタレート、メチル・アセチルシノレートな
どのジエステル油、あるいはトリオクチルトリメリテート、トリデシルトリメリテート、
テトラオクチルピロメリテートなどの芳香族エステル油、さらにはトリメチロールプロパ
ンカプリレート、トリメチロールプロパンペラルゴネート、ペンタエリスリトール－２－
エチルヘキサノエート、ペンタエリスリトールベラルゴネートなどのポリオールエステル
油、さらにはまた、多価アルコールと二塩基酸・一塩基酸の混合脂肪酸とのオリゴエステ
ルであるコンプレックスエステル油などが挙げられる。
　前記エーテル系油としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポ
リエチレングリコールモノエーテル、ポリプロピレングリコールモノエーテルなどのポリ
グリコール、あるいはモノアルキルトリフェニルエーテル、アルキルジフェニルエーテル
、ジアルキルジフェニルエーテル、ペンタフェニルエーテル、テトラフェニルエーテル、
モノアルキルテトラフェニルエーテル、ジアルキルテトラフェニルエーテルなどのフェニ
ルエーテル油などが挙げられる。その他の合成潤滑基油としてはトリクレジルフォスフェ
ート、シリコーン油、パーフルオロアルキルエーテルなどが挙げられる。
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　また、上記基油は、低温起動時の異音発生や、高温で油膜が形成され難いために起こる
焼付きを避けるために４０℃における動粘度が４０ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下
であることが好ましい。さらに好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以上１５０ｍｍ２／ｓ以下、よ
り好ましくは７０ｍｍ２／ｓ以上１２０ｍｍ２／ｓ以下、最も好ましくは７５ｍｍ２／ｓ
以上１１０ｍｍ２／ｓ以下である。なお、熱帯地域での使用等高温で使用される場合、好
ましくは１００ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。４０ｍｍ２／ｓ未満
であると、耐水性の点で好ましくなく、２５０ｍｍ２／ｓ以上であるとトルクが大きくな
り耐熱性の面で好ましくない。
【００９０】
［増ちょう剤］
　増ちょう剤には、ゲル構造を形成し、基油をゲル構造中に保持する能力があれば、特に
制約はない。例えば、Ｌｉ、Ｎａ等からなる金属石けん、Ｌｉ、Ｎａ、Ｂａ、Ｃａ等から
選択される複合金属石けん等の金属石けん類、ベントン、シリカゲル、ウレア化合物、ウ
レア・ウレタン化合物、ウレタン化合物等の非石けん類を適宜選択して使用できるが、現
在のハブユニットの急速な進歩に伴い、ハブユニット内ではより高温になる傾向があるた
め、グリースの耐熱性を考慮するとウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ウレタン化
合物または、これらの混合物が好ましい。ウレア化合物としては、ジウレア化合物、トリ
ウレア化合物、テトラウレア化合物、ポリウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ジウ
レタン化合物またはこれらの混合物が挙げられ、これらの中でもジウレア化合物、ウレア
・ウレタン化合物、ジウレタン化合物またはこれらの混合物がより好ましい。さらに好ま
しくは、ジウレア化合物を配合することが望ましい。上記ウレア化合物は増ちょう剤量と
しては、グリース全量に対して、５～４０質量％であることが好ましい。より好ましくは
５～３５質量％、さらに好ましくは５～２５質量％、最も好ましくは８～２５質量％であ
る。ここで、増ちょう剤の配合割合が５質量％未満であると、グリース状態を維持するこ
とが困難になってしまい、一方、増ちょう剤の配合割合が４０質量％を超えると、グリー
ス組成物が硬くなりすぎて、潤滑状態を十分に発揮することができなくなってしまうため
、好ましくない。
【００９１】
［剥離抑制剤］
　本発明のグリース組成物には剥離抑制剤としてオレイン酸とジシクロヘキシルアミンの
塩よりなるアミン系防錆剤が添加される。上記アミン系防錆剤の添加量はグリース全量の
０．１～５質量％である。添加量が０．１質量％未満では効果は得られず、５％を超えて
添加しても効果の向上がない。こられを考慮すると、添加量は０．５～３質量％が好まし
い。より好ましくは０．５～２質量％である。
【００９２】
［その他の添加剤］
　本発明のグリース組成物には、各種性能をさらに向上させるため、所望により種々の添
加剤を混合してもよい。例えば、酸化防止剤、防錆剤、極圧剤、油性向上性、金属不活性
化剤など、グリース組成物に一般的に使用される添加剤を、単独又は２種以上混合して用
いることができる。
　酸化防止剤としては、例えば、アミン系、フェノール系、硫黄系、ジチオリン酸亜鉛等
が挙げられる。アミン系酸化防止剤の具体例としては、フェニル－１－ナフチルアミン、
フェニル－２－ナフチルアミン、ジフェニルアミン、フェニレンジアミン、オレイルアミ
ドアミン、フェノチアジン等が挙げられる。
【００９３】
　また、フェノール系酸化防止剤の具体例としては、ｐ－ｔ－ブチル－フェニルサリシレ
ート、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－フェニルフェノール、２，２’－メチレンビス（４
－メチル－６－ｔ－オクチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス－６－ｔ－ブチル
－ｍ－クレゾール、テトラキス［メチレン－３－（３’，５’－ジ－ｔ－ブチル－４’－
ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－
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トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、ｎ－オクタデシ
ル－β－（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）プロピオネート、
２－ｎ－オクチル－チオ－４，６－ジ（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチル
）フェノキシ－１，３，５－トリアジン、４，４’－チオビス（６－ｔ－ブチル－ｍ－ク
レゾール）、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチルフェニル）－５
－クロロベンゾトリアゾール等のヒンダードフェノール等が挙げられる。
【００９４】
　防錆剤としては、例えば、エステル類等が挙げられる。エステル類の具体例としては、
多塩基カルボン酸及び多価アルコールの部分エステルであるソルビタンモノラウレート、
ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート等
のソルビタンエステル類や、ポリオキシエチレンラウレート、ポリオキシエチレンオレエ
ート、ポリオキシエチレンステアレート等のアルキルエステル類等が挙げられる。
　油性向上剤としては、例えば、オレイン酸、ステアリン酸等の脂肪酸、ラウリルアルコ
ール、オレイルアルコール等のアルコール、ステアリルアミン、セチルアミン等のアミン
、リン酸トリクレジル等のリン酸エステル、及び動植物油等が挙げられる。
　さらに、リン系、ジチオリン酸亜鉛、有機モリブデン等の極圧剤や、ベンゾトリアゾー
ル等の金属不活性化剤などが使用される。
【００９５】
　なお、これら添加剤の添加量は、本発明の目的を損なわない程度であれば特に限定され
るものではないが、通常はグリース組成物全体に対して０．１～２０質量％である。０．
１質量％未満では添加剤の添加効果が乏しく、また、２０質量％を超えて添加しても添加
効果の向上が望めない上、基油の量が相対的に少なくなるため潤滑性が低下するおそれが
あるので好ましくない。
【００９６】
［製法］
　本発明のグリース組成物を調整する方法には特に制約はない。しかし、一般的には基油
中で増ちょう剤を反応させて得られる。剥離抑制剤は、得られたグリース組成物に所定量
を配合することが好ましい。ただし、ニーダやロールミル等で上記添加剤を添加した後十
分撹拌し、均一に分散させる必要がある。この処理を行なうときは、加熱するものも有効
である。なお、上記製法において、摩耗防止剤や酸化防止剤等の添加剤は、剥離抑制剤と
同時に添加することが工程上好ましい。
【００９７】
＜第８実施形態：グリース組成物例Ｈ＞
［基油］
　使用される基油は鉱物油系潤滑油及び合成系潤滑油の少なくとも一種である。
　鉱物油系潤滑油としては、パラフィン系鉱物油、ナフテン系鉱物油が挙げられ、特に減
圧蒸留、油剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、硫酸洗浄、白土精製、水素化
精製等を、適宜組み合わせて精製したものが好ましい。
　合成油系潤滑基油としては、炭化水素系油、芳香族系油、エステル系油、エーテル系油
等が挙げられる。前記炭化水素系油としては、ノルマルパラフィン、イソパラフィン、ポ
リブデン、ポリイソブチレン、１－デセンオリゴマー、１－デセンとエチレンコオリゴマ
ーなどのポリ－α－オレフィンまたはこれらの水素化物などが挙げられる。前記芳香族系
油としては、モノアルキルベンゼン、ジアルキルベンゼン、などのアルキルベンゼン、あ
るいはモノアルキルナフタレン、ジアルキルナフタレン、ポリアルキルナフタレンなどの
アルキルナフタレンなどが挙げられる。前記エステル系油としては、ジブチルセバケート
、ジ－２－エチルヘキシルセバケート、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート
、ジトリデシルアジペート、ジトリデシルグルタレート、メチル・アセチルシノレートな
どのジエステル油、あるいはトリオクチルトリメリテート、トリデシルトリメリテート、
テトラオクチルピロメリテートなどの芳香族エステル油、さらにはトリメチロールプロパ
ンカプリレート、トリメチロールプロパンペラルゴネート、ペンタエリスリトール－２－
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エチルヘキサノエート、ペンタエリスリトールベラルゴネートなどのポリオールエステル
油、さらにはまた、多価アルコールと二塩基酸・一塩基酸の混合脂肪酸とのオリゴエステ
ルであるコンプレックスエステル油などが挙げられる。
　前記エーテル系油としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポ
リエチレングリコールモノエーテル、ポリプロピレングリコールモノエーテルなどのポリ
グリコール、あるいはモノアルキルトリフェニルエーテル、アルキルジフェニルエーテル
、ジアルキルジフェニルエーテル、ペンタフェニルエーテル、テトラフェニルエーテル、
モノアルキルテトラフェニルエーテル、ジアルキルテトラフェニルエーテルなどのフェニ
ルエーテル油などが挙げられる。その他の合成潤滑基油としてはトリクレジルフォスフェ
ート、シリコーン油、パーフルオロアルキルエーテルなどが挙げられる。
　また、上記基油は、低温起動時の異音発生や、高温で油膜が形成され難いために起こる
焼付きを避けるために４０℃における動粘度が、４０ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以
下であることが好ましい。さらに好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以上１５０ｍｍ２／ｓ以下、
より好ましくは７０ｍｍ２／ｓ以上１２０ｍｍ２／ｓ以下、最も好ましくは７５ｍｍ２／
ｓ以上１１０ｍｍ２／ｓ以下である。なお、熱帯地域での使用等高温で使用される場合、
好ましくは１００ｍｍ２／ｓ以上２５０ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。４０ｍｍ２／ｓ未
満であると、耐水性の点で好ましくなく、２５０ｍｍ２／ｓ以上であるとトルクが大きく
なり耐熱性の面で好ましくない。
【００９８】
［増ちょう剤］
　増ちょう剤には、ゲル構造を形成し、基油をゲル構造中に保持する能力があれば、特に
制約はない。例えば、Ｌｉ、Ｎａ等からなる金属石けん、Ｌｉ、Ｎａ、Ｂａ、Ｃａ等から
選択される複合金属石けん等の金属石けん類、ベントン、シリカゲル、ウレア化合物、ウ
レア・ウレタン化合物、ウレタン化合物等の非石けん類を適宜選択して使用できるが、現
在のハブユニットの急速な進歩に伴い、ハブユニット内ではより高温になる傾向があるた
め、グリースの耐熱性を考慮するとウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ウレタン化
合物または、これらの混合物が好ましい。ウレア化合物としては、ジウレア化合物、トリ
ウレア化合物、テトラウレア化合物、ポリウレア化合物、ウレア・ウレタン化合物、ジウ
レタン化合物またはこれらの混合物が挙げられ、これらの中でもジウレア化合物、ウレア
・ウレタン化合物、ジウレタン化合物またはこれらの混合物がより好ましい。さらに好ま
しくは、ジウレア化合物を配合することが望ましい。上記ウレア化合物は増ちょう剤量と
しては、グリース全量に対して、５～４０質量％であることが好ましい。より好ましくは
５～３５質量％、さらに好ましくは５～２５質量％、最も好ましくは８～２５質量％であ
る。ここで、増ちょう剤の配合割合が５質量％未満であると、グリース状態を維持するこ
とが困難になってしまい、一方、増ちょう剤の配合割合が４０質量％を超えると、グリー
ス組成物が硬くなりすぎて、潤滑状態を十分に発揮することができなくなってしまうため
、好ましくない。
【００９９】
［剥離抑制剤］
　本発明のグリース組成物には剥離抑制剤としてカルボン酸無水物がさらに含まれること
が好ましい。カルボン酸無水物としてはアルケニルコハク酸無水物が好ましく挙げられ、
アルケニルコハク酸無水物のアルケニル基としては炭素数が６～３０のものが好ましく、
より好ましくは炭素数が８、１２のものであり、最も好ましくは炭素数が８のものである
。アルケニルコハク酸無水物の添加量はグリース全量の０．１～５質量％である。添加量
が０．１質量％未満では効果は得られず、５％を超えて添加しても効果の向上がない。こ
れらを考慮すると、添加量は０．５～３質量％が好ましい。より好ましくは０．５～２質
量％である。
【０１００】
［その他の添加剤］
　本発明のグリース組成物には、各種性能をさらに向上させるため、所望により種々の添
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加剤を混合してもよい。例えば、酸化防止剤、防錆剤、極圧剤、油性向上性、金属不活性
化剤など、グリース組成物に一般的に使用される添加剤を、単独又は２種以上混合して用
いることができる。
　酸化防止剤としては、例えば、アミン系、フェノール系、硫黄系、ジチオリン酸亜鉛等
が挙げられる。アミン系酸化防止剤の具体例としては、フェニル－１－ナフチルアミン、
フェニル－２－ナフチルアミン、ジフェニルアミン、フェニレンジアミン、オレイルアミ
ドアミン、フェノチアジン等が挙げられる。
【０１０１】
　また、フェノール系酸化防止剤の具体例としては、ｐ－ｔ－ブチル－フェニルサリシレ
ート、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－フェニルフェノール、２，２’－メチレンビス（４
－メチル－６－ｔ－オクチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス－６－ｔ－ブチル
－ｍ－クレゾール、テトラキス［メチレン－３－（３’，５’－ジ－ｔ－ブチル－４’－
ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－
トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、ｎ－オクタデシ
ル－β－（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）プロピオネート、
２－ｎ－オクチル－チオ－４，６－ジ（４’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチル
）フェノキシ－１，３，５－トリアジン、４，４’－チオビス（６－ｔ－ブチル－ｍ－ク
レゾール）、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチルフェニル）－５
－クロロベンゾトリアゾール等のヒンダードフェノール等が挙げられる。
【０１０２】
　防錆剤としては、例えば、エステル類等が挙げられる。エステル類の具体例としては、
多塩基カルボン酸及び多価アルコールの部分エステルであるソルビタンモノラウレート、
ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート等
のソルビタンエステル類や、ポリオキシエチレンラウレート、ポリオキシエチレンオレエ
ート、ポリオキシエチレンステアレート等のアルキルエステル類等が挙げられる。
　油性向上剤としては、例えば、オレイン酸、ステアリン酸等の脂肪酸、ラウリルアルコ
ール、オレイルアルコール等のアルコール、ステアリルアミン、セチルアミン等のアミン
、リン酸トリクレジル等のリン酸エステル、及び動植物油等が挙げられる。
　さらに、リン系、ジチオリン酸亜鉛、有機モリブデン等の極圧剤や、ベンゾトリアゾー
ル等の金属不活性化剤などが使用される。
【０１０３】
　なお、これら添加剤の添加量は、本発明の目的を損なわない程度であれば特に限定され
るものではないが、通常はグリース組成物全体に対して０．１～２０質量％である。０．
１質量％未満では添加剤の添加効果が乏しく、また、２０質量％を超えて添加しても添加
効果の向上が望めない上、基油の量が相対的に少なくなるため潤滑性が低下するおそれが
あるので好ましくない。
【０１０４】
［製法］
　本発明のグリース組成物を調整する方法には特に制約はない。しかし、一般的には基油
中で増ちょう剤を反応させて得られる。剥離抑制剤は、得られたグリース組成物に所定量
を配合することが好ましい。ただし、ニーダやロールミル等で剥離抑制剤を添加した後十
分撹拌し、均一に分散させる必要がある。この処理を行なうときは、加熱するものも有効
である。なお、上記製法において、摩耗防止剤や酸化防止剤等の添加剤は、剥離抑制剤と
同時に添加することが工程上好ましい。
【実施例】
【０１０５】
　以下に、実施例及び比較例によりさらに具体的に説明するが、本発明はこれにより何ら
限定されるものではない。
【０１０６】
＜実施例Ａ＞
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　上述の実施態様１について、軸受耐水性試験を行ったので説明する。
　まず、表１に示す配合にて、実施例Ａ１～Ａ４及び比較例Ａ１～Ａ２の試験グリース組
成物を調製した。また、各試験グリース組成物とも、アミン系酸化防止剤（ｐ，ｐ´－ジ
オクチルジフェニルアミン；Ｖａｎｌｕｂｅ　８１（Ｖａｎｄｅｒｂｉｔ社製）、防錆剤
（ナフテン酸亜鉛；ナフテックス亜鉛（日本化学産業社製）をそれぞれ１．０質量％添加
した。
【０１０７】
　次に、上述のようにして調製した各試験グリース組成物を用いて、軸受耐水性試験を行
った。軸受耐水性試験は、試験グリース組成物を充填した日本精工株式会社社製の円すい
ころ軸受「ＨＲ３２０１７（内径：８５ｍｍ、外径：１３０ｍｍ、幅：２９ｍｍ）」を、
ラジアル荷重３５．８ｋＮ、アキシアル荷重１５．７ｋＮの条件下、回転速度１５００ｍ
ｉｎ－１で回転させることにより行った。試験中は外部から水を軸受内に１質量％／ｓｅ
ｃの割合で充填し、１００ｈ連続回転させた後に試験を終了し、はくりの発生の発生有無
を確認した。なお、試験終了前には各グリース組成物のちょう度を測定した。上記の測定
結果及び試験結果を表１にまとめて示す。
【０１０８】
【表１】

【０１０９】
　表１に示すように、比較例ではいずれもはく離が発生したが、実施例ではいずれもはく
離が発生せず、本発明によれば耐水性及び耐はく離性に極めて優れていることが確認され
、軸受が長寿命となることが確認された。
【０１１０】
＜実施例Ｂ＞
　上述の実施態様２について、以下の試験を行ったので説明する。
（実施例Ｂ１、Ｂ２）
　まず、基油に鉱物油を用い、４，４－ジフェニルメタンジイソシアネートとｐ－トルイ
ジンとの反応で生成したジウレアを反応させ、撹拌加熱してウレア系ベースグリースを得
た。徐冷後、ベースグリースにオレオイルザルコシン（日本油脂製）を添加量が１質量％
となるように加え、撹拌、脱泡処理を行なうことで試験グリース（実施例Ｂ１）を得た。
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また、基油として鉱物油及びポリ－α－オレフィン油の混合油を用いた以外は上記方法と
同様に試験グリース（実施例Ｂ２）を調製した。
【０１１１】
（比較例Ｂ１～Ｂ３）
　また、比較として、上記ウレア系ベースグリースのみからなる試験グリース（比較例Ｂ
１）、ウレア系ベースグリースに防錆剤としてバリウムスルホネート（日本精化製）を１
質量％添加した試験グリース（比較例Ｂ２）及び基油として鉱物油及びポリ－α－オレフ
ィン油の混合油を用いたウレア系ベースグリースに防錆剤としてバリウムスルホネートを
１質量％添加した試験グリース（比較例Ｂ３）を上記方法により調製した。
　なお、各試験グリースとも、アミン系酸化防止剤（ｐ，ｐ’－ジオクチルジフェニルア
ミン：東京化成製）を１質量％添加してある。
【０１１２】
（防錆試験）
　日本精工（株）製玉軸受「６０８」に各試験グリースを空間容積の２０％封入し、高湿
恒温槽（試験条件：温度８０℃、湿度９０％）で一週間放置後、目視により内輪の錆の有
無を確認した。錆の個数により以下のようにランク分けを行った。
　錆なし：Ａ　　錆１～５個：Ｂ　　錆６個以上：Ｃ
【０１１３】
（軸受耐水性試験）
　日本精工（株）製円すいころ軸受「ＨＲ３２０１７（内径：８５ｍｍ、外径：１３０ｍ
ｍ）」に各試験グリースを封入し、ラジアル荷重３５．８ｋＮ、アキシアル荷重１５．７
ｋＮ、回転速度１５００ｒｐｍにて、外部から水を軸受内に２０ｍｌ／ｈ毎の割合で導入
しながら連続回転させた。軸受外輪転走面に剥離が生じて振動が発生したとき、あるいは
剥離が発生しない場合には１００時間経過した時点で試験を終了した。試験は各グリース
について１０回ずつ行い、下記式により剥離発生確率を求めた。
　剥離発生確率（％）＝（剥離発生数／試験数）×１００
　試験結果を表２に示す。
【０１１４】

【表２】

【０１１５】
　表２から、オレオイルザルコシンを配合したグリースは耐剥離性に優れるだけでなく、
耐腐食性にも優れることがわかる。これに対し、オレオイルザルコシンを配合しないもの
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を得られないことがわかる。
【０１１６】
＜実施例Ｃ＞
　上述の実施態様３について、以下の試験を行ったので説明する。
（実施例Ｃ１）
　まず、基油に鉱物油を用い、４，４－ジフェニルメタンジイソシアネートとｐ－トルイ
ジンとの反応で生成したジウレアを反応させ、撹拌加熱してウレア系ベースグリースを得
た。徐冷後、ベースグリースに上述のｎが２以上のポリ（オキシエチレン）ドデシルアミ
ン（日本油脂製；ナイミーン）を添加量が１質量％となるように加え、撹拌、脱泡処理を
行なうことで試験グリース（実施例Ｃ１）を得た。
【０１１７】
（比較例Ｃ１～Ｃ３）
　また、比較として、上記ウレア系ベースグリースのみからなる試験グリース（比較例Ｃ
１）、ウレア系ベースグリースに防錆剤としてバリウムスルホネート（日本精化製）を１
質量％配合した試験グリース（比較例Ｃ２）及びポリ（オキシエチレン）ドデシルアミン
を５質量％配合した試験グリース（比較例Ｃ３）を上記方法により調製した。
　なお、各試験グリースとも、アミン系酸化防止剤（ｐ，ｐ’－ジオクチルジフェニルア
ミン：東京化成製）を１．０質量％添加してある。
【０１１８】
（防錆試験）
　日本精工（株）製玉軸受「６０８」に各試験グリースを空間容積の２０％封入し、高湿
恒温槽（試験条件：温度８０℃、湿度９０％）で一週間放置後、目視により内輪の錆の有
無を確認した。錆の個数により以下のようにランク分けを行った。
　錆なし：Ａ　　錆１～５個：Ｂ　　錆６個以上：Ｃ
【０１１９】
（軸受耐水性試験）
　日本精工（株）製円すいころ軸受「ＨＲ３２０１７（内径：８５ｍｍ、外径：１３０ｍ
ｍ）」に各試験グリースを封入し、ラジアル荷重３５．８ｋＮ、アキシアル荷重１５．７
ｋＮ、回転速度１５００ｒｐｍにて、外部から水を軸受内に２０ｍｌ／ｈ毎の割合で導入
しながら連続回転させた。軸受外輪転走面に剥離が生じて振動が発生したとき、あるいは
剥離が発生しない場合には１００時間経過した時点で試験を終了した。試験は各グリース
について１０回ずつ行い、下記式により剥離発生確率を求めた。
　剥離発生確率（％）＝（剥離発生数／試験数）×１００
　試験結果を表３に示す。
【０１２０】
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【表３】

【０１２１】
　表３から、ポリ（オキシエチレン）ドデシルアミンを本願発明の含有量以内で配合した
グリースは耐剥離性に優れるだけでなく、耐腐食性にも優れることがわかる。これに対し
、ポリ（オキシエチレン）ドデシルアミンを配合しないもの、防錆剤としてバリウムスル
ホネートを配合したもの、ポリ（オキシエチレン）ドデシルアミンを過剰量配合したもの
は、充分な耐剥離性及び耐腐食性を得られないことがわかる。
【０１２２】
＜実施例Ｄ＞
　上述の実施態様４について、以下の試験を行ったので説明する。
　構成の異なる５種類のグリース組成物（表４を参照）を用意して、その性能を評価した
。
【０１２３】

【表４】

【０１２４】
　まず、グリース組成物の構成について説明する。実施例Ｄ１，Ｄ２のグリース組成物は
、表４に示すように、鉱物油及びポリα－オレフィン油の少なくとも一方からなる基油と
、ジウレア化合物からなる増ちょう剤と、２－エチルヘキシル酸ビスマスと、を含有し、
さらに添加剤として酸化防止剤を含有している。比較例Ｄ１のグリース組成物は、２－エ
チルヘキシル酸ビスマスを含有していないものであり、比較例Ｄ２，Ｄ３のグリース組成
物は、２－エチルヘキシル酸ビスマスの代わりに防錆剤を用いたものである。
【０１２５】
　なお、使用した鉱物油，ポリα－オレフィン油，ジウレア化合物，酸化防止剤，及び防
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錆剤は、以下の通りである。
　・鉱物油：４０℃における動粘度が９８．３ｍｍ２／ｓのもの
　・ポリα－オレフィン油：４０℃における動粘度が９８．７ｍｍ２／ｓのもの
　・ジウレア化合物：４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートとｐ－トルイジンと
を反応させて得られたもの
　・酸化防止剤：東京化成工業株式会社製のｐ，ｐ’－ジオクチルジフェニルアミン
　・防錆剤：日本精化株式会社製のバリウムスルホネート
【０１２６】
　これらのグリース組成物は、以下のようにして製造した。まず、４，４’－ジフェニル
メタンジイソシアネートを含有する基油とｐ－トルイジンを含有する基油とを混合し、加
熱しながら撹拌して、ベースグリースを得た。ベースグリースを冷却した後、２－エチル
ヘキシル酸ビスマス及び酸化防止剤（比較例の場合は、酸化防止剤のみ又は酸化防止剤と
防錆剤）を添加し、撹拌及び脱泡処理を行って、試験に用いるグリース組成物を得た。グ
リース組成物の混和ちょう度（２５℃）は、いずれもＮＬＧＩちょう度番号のＮｏ．２に
調整した。
【０１２７】
　これらのグリース組成物について防錆性試験及び耐水性試験を行った。以下にその方法
を説明する。
　〔防錆性試験について〕
　日本精工株式会社製の呼び番号６０８の玉軸受に、実施例Ｄ１，Ｄ２及び比較例Ｄ１～
Ｄ３のグリース組成物を軸受空間容積の２０％を占めるように充填した。そして、温度８
０℃，湿度９０％ＲＨに調整された恒温恒湿槽にこの玉軸受を７日間静置した後、玉軸受
を分解して内輪の軌道面に発生している錆の状況を目視により確認した。そして、発生し
た点状の錆の個数により、以下のようなランクに評価した。
　Ａ：錆の発生なし　　Ｂ：１～５個　　Ｃ：６個以上
【０１２８】
　〔耐水性試験について〕
　日本精工株式会社製の円すいころ軸受（呼び番号ＨＲ３２０１７、内径８５ｍｍ、外径
１３０ｍｍ、幅２９ｍｍ）に、実施例Ｄ１，Ｄ２及び比較例Ｄ１～Ｄ３のグリース組成物
を充填した。そして、ラジアル荷重３５．８ｋＮ，アキシアル荷重１５．７ｋＮ，回転速
度１５００ｒｐｍという条件で回転させた。その際には、水を２０ｍｌ／ｈの速度で軸受
の内部空間（空隙部）に連続的に注入しながら回転試験を行った。
【０１２９】
　そして、外輪の軌道面に剥離が発生して振動が生じるまでの時間を測定した。ただし、
１００時間回転試験を行っても剥離が発生しなかった場合は、回転試験を打ち切った。１
種のグリース組成物につき１０個ずつ回転試験を行って、剥離が発生した軸受の割合を算
出した。
　試験結果を表４に示す。表４から分かるように、２－エチルヘキシル酸ビスマスを含有
する実施例Ｄ１，Ｄ２のグリース組成物が封入された軸受は、比較例Ｄ１～Ｄ３のグリー
ス組成物が封入された軸受と比べて、水が混入するような環境下で使用されても剥離が生
じにくく長寿命であった。また、腐食も生じにくかった。
【０１３０】
＜実施例Ｅ＞
　上述の実施態様５について、以下の試験を行ったので説明する。
（実施例Ｅ１、比較例Ｅ１～Ｅ９）
　４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートを混合した鉱物油にｐ－トルイジンを混
合した鉱物油を加えて反応させ、撹拌加熱して芳香族ウレアベースグリースを調製した（
比較例Ｅ８、Ｅ９は４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートとステアリルアミンに
より調製した脂肪族ウレアベースグリースを使用）。徐冷後、表５に示す割合で各種添加
剤を添加し、撹拌、ロールミルで良く混練した後、脱泡処理を行ない試験グリースを得た
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。尚、試験グリースのちょう度は、ＮＬＧＩ　Ｎｏ．１～３に調整した。そして、各試験
グリースについて、下記に示す軸受耐水性試験及び耐フレッチング試験を実施した。
【０１３１】
（軸受耐水性試験）
　円すいころ軸受ＨＲ３２０１７（内径：８５ｍｍ、外径：１３０ｍｍ）を用いラジアル
荷重３５．８ｋＮ、アキシアル荷重１５．７ｋＮ、回転速度１５００ｒｐｍにて、外部か
ら水を軸受内に２０ｍｌ／ｈ毎の割合で導入することにより、剥離試験を行なった。剥離
試験は、１００時間を目標に試験を行なった。軸受外輪転走面に剥離が生じて振動が発生
したとき、あるいは剥離が発生しない場合には１００時間経過した時点で試験を終了した
。試験は各１０例行ない、下記式により剥離発生確率をそれぞれ算出した。
　剥離発生確率（％）＝（剥離発生数／試験数）×１００
【０１３２】
［耐フレッチング試験］
　ＡＳＴＭ　Ｄ　４１７０に規定された試験方法により耐フレッチング試験を行ない、重
量変化を求めた。この試験は、試験前後の試験片の質量差を測定し、この質量差を三段階
に分けて評価を行なった。車両用としては下記基準でＡランク及びＢランクが好ましいと
されており、Ａランク及びＢランクを合格とした。
　Ａランク：重量減が３ｍｇ以下
　Ｂランク：重量減が３ｍｇを超え５ｍｇ未満
　Ｃランク：重量減が５ｍｇ以上
【０１３３】
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【表５】

【０１３４】
　表５より、剥離抑制剤としてカルシウムスルフォネート、ジチオカルバミン酸亜鉛、ベ
ンゾトリアゾールの三種を各２％ずつ添加し、増ちょう剤として芳香族ジウレアを使用し
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たグリースは耐剥離性及び耐フレッチング性に優れ、良好な潤滑状態を長期間維持するこ
とが可能であることがわかる。上記の結果より、本発明の耐水性グリース組成物を使用し
た車両用ハブユニット軸受はその軸受寿命を延長することができる。
【０１３５】
＜実施例Ｆ＞
　上述の実施態様６について、以下の試験を行ったので説明する。
（実施例Ｆ１～Ｆ４、比較例Ｆ１～Ｆ２）
　４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートを混合した鉱物油にｐ－トルイジンを混
合した鉱物油を加えて反応させ、撹拌加熱して芳香族ウレアグリースを調製した。徐冷後
、表６に示す割合で界面活性剤、金属不活性化剤及び酸化防止剤を添加し、撹拌、脱泡処
理を行ない試験グリースを得た。尚、試験グリースのちょう度は、ＮＬＧＩ　Ｎｏ．１～
３に調整した。そして、各試験グリースについて、下記に示す含水シェルロール試験及び
軸受耐水性試験を行なった。
【０１３６】
（含水シェルロール試験）
　試験グリース５０ｇとイオン交換水１０ｇとをシェルロール試験機に入れ、回転数１６
５ｒｐｍ、温度４０℃の条件で２時間含水シェルロール試験を行なった。その後、光学顕
微鏡によりグリース中の水の粒径の測定を行なった。結果を表６に併記する。また、グリ
ース中の状態を撮影した写真を図４～図８に示す。
【０１３７】
（軸受耐水性試験）
　円すいころ軸受ＨＲ３２０１７（内径：８５ｍｍ、外径：１３０ｍｍ）を用いラジアル
荷重３５．８ｋＮ、アキシアル荷重１５．７ｋＮ、回転速度１５００ｒｐｍにて、外部か
ら水を軸受内に２０ｍｌ／ｈ毎の割合で導入することにより、剥離試験を行なった。剥離
試験は、１００時間を目標に試験を行なった。軸受外輪転走面に剥離が生じて振動が発生
したとき、あるいは剥離が発生しない場合には１００時間経過した時点で試験を終了した
。試験は各１０例行ない、下記式により剥離発生確率をそれぞれ算出した。
　剥離発生確率（％）＝（剥離発生数／試験数）×１００
【０１３８】
【表６】

【０１３９】
　表６からグリース中に水を微粒子として分散することのできる陰イオン、陽イオン及び
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ール１％を含む実施例Ｆ１～Ｆ３、特に陰イオン界面活性剤を含む実施例Ｆ１記載のグリ
ースは耐剥離性に優れ、良好な潤滑状態を長期間維持することが可能であることがわかる
。これに対し、界面活性剤及び金属不活性化剤を含まないものでは十分な耐剥離性が得ら
れないことがわかる。
【０１４０】
＜実施例Ｇ＞
　上述の実施態様７について、以下の試験を行ったので説明する。
（実施例Ｇ１、Ｇ２）
　まず、ジイソシアネートを混合した鉱物油にアミンを混合した基油を反応させ、撹拌加
熱してウレア系ベースグリースを得た。徐冷後、ベースグリースにオレイン酸とジシクロ
ヘキシルアミンの塩よりなるアミン系防錆剤の添加量が１質量％となるように加え、撹拌
、脱泡処理を行なうことで試験グリースを得た。また、基油として鉱物油及びポリαオレ
フィン油の混合油を用いたウレア系グリースも上記方法を用いて調整した。
（比較例Ｇ１～Ｇ３）
　また、比較例として、上記ウレア系ベースグリースのみからなる試験グリース（比較例
Ｇ１）、ウレア系ベースグリースに防錆剤としてバリウムスルホネート（日本精化製）を
１質量％添加したグリース（比較例Ｇ２）及び基油として鉱物油及びポリαオレフィン油
の混合油を用いたウレア系ベースグリースに防錆剤としてバリウムスルホネートを１質量
％添加したグリース（比較例Ｇ３）を上記方法により調製した。
　尚、試験グリースのちょう度は、ＮＬＧＩ　Ｎｏ．２に調整した。また、各試験グリー
スとも、アミン系酸化防止剤（ｐ、ｐ’－ジオクチルジフェニルアミン；東京化成製）を
１質量％添加してある。
【０１４１】
（防錆試験）
　日本精工（株）製玉軸受「６０８」に各試験グリースを空間容積の２０％封入し、恒湿
恒温槽（試験条件：温度８０℃、湿度９０％）で一週間放置後、目視により内輪の錆の有
無を確認した。錆の個数により以下のようにランク分けを行った。
　錆なし：Ａ　　錆１～５個：Ｂ　　錆６個以上：Ｃ
【０１４２】
（軸受耐水性試験）
　日本精工（株）製円すいころ軸受「ＨＲ３２０１７（内径：８５ｍｍ、外径：１３０ｍ
ｍ）」に各試験グリースを封入し、ラジアル荷重３５．８ｋＮ、アキシアル荷重１５．７
ｋＮ、回転速度１５００ｒｐｍにて、外部から水を軸受内に２０ｍｌ／ｈ毎の割合で導入
しながら連続回転させた。剥離試験は、１００時間を目標に試験を行なった。軸受外輪転
走面に剥離が生じて振動が発生したとき、あるいは剥離が発生しない場合には１００時間
経過した時点で試験を終了した。試験は各グリースについて１０回ずつ行ない、下記式に
より剥離発生確率を求めた。
　剥離発生確率（％）＝（剥離発生数／試験数）×１００
【０１４３】
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【表７】

【０１４４】
　表７から、オレイン酸とジシクロヘキシルアミンの塩よりなるアミン系防錆剤を配合し
たグリースは、耐剥離性に優れるだけでなく、耐腐食性にも優れることがわかる。これに
対し、上記アミン系防錆剤を配合しないグリース及び防錆剤としてバリウムスルホネート
を配合したグリースは、充分な耐剥離性及び耐腐食性を得られないことがわかる。
【０１４５】
＜実施例Ｈ＞
　上述の実施態様８について、以下の試験を行ったので説明する。
（実施例Ｈ１、Ｈ２）
　まず、ジイソシアネートを混合した鉱物油にアミンを混合した基油を反応させ、撹拌加
熱してウレア系ベースグリースを得た。徐冷後、ベースグリースにアルケニルコハク酸無
水物の添加量が１質量％となるように加え、撹拌、脱泡処理を行なうことで試験グリース
を得た。また、基油として鉱物油及びポリαオレフィン油の混合油を用いたウレア系グリ
ースも上記方法を用いて調製した。
（比較例Ｈ１～Ｈ３）
　また、比較例として、上記ウレア系ベースグリースのみからなる試験グリース（比較例
Ｈ１）、ウレア系ベースグリースに防錆剤としてバリウムスルホネートを１質量％添加し
たグリース（比較例Ｈ２）及び基油として鉱物油及びポリαオレフィン油の混合油を用い
たウレア系ベースグリースに防錆剤としてバリウムスルホネートを１質量％添加したグリ
ース（比較例Ｈ３）を上記方法により調製した。
　尚、試験グリースのちょう度は、ＮＬＧＩ　Ｎｏ．２に調整した。また、各試験グリー
スとも、アミン系酸化防止剤（ｐ，ｐ’－ジオクチルジフェニルアミン）を１質量％添加
してある。
【０１４６】
（防錆試験）
　日本精工（株）製玉軸受「６０８」に各試験グリースを空間容積の２０％封入し、恒湿
恒温槽（試験条件：温度８０℃、湿度９０％）で一週間放置後、目視により内輪の錆の有
無を確認した。錆の個数により以下のようにランク分けを行った。
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　錆なし：Ａ　　錆１～５個：Ｂ　　錆６個以上：Ｃ
【０１４７】
（軸受耐水性試験）
　日本精工（株）製円すいころ軸受「ＨＲ３２０１７（内径：８５ｍｍ、外径：１３０ｍ
ｍ）」に各試験グリースを封入し、ラジアル荷重３５．８ｋＮ、アキシアル荷重１５．７
ｋＮ、回転速度１５００ｒｐｍにて、外部から水を軸受内に２０ｍｌ／ｈ毎の割合で導入
しながら連続回転させた。剥離試験は、１００時間を目標に試験を行なった。軸受外輪転
走面に剥離が生じて振動が発生したとき、あるいは剥離が発生しない場合には１００時間
経過した時点で試験を終了した。試験は各グリースについて１０回ずつ行ない、下記式に
より剥離発生確率を求めた。
　剥離発生確率（％）＝（剥離発生数／試験数）×１００
【０１４８】
【表８】

【０１４９】
　表８から、アルケニルコハク酸無水物を配合したグリースは、耐剥離性に優れるだけで
なく、耐腐食性にも優れることがわかる。これに対し、アルケニルコハク酸無水物を配合
しないもの及び防錆剤としてバリウムスルホネートを配合したものは、充分な耐剥離性及
び耐腐食性を得られないことがわかる。
【０１５０】
　以上の実施例・比較例Ａ～Ｈを考慮すると、いずれの実施形態においても、バリウムス
ルホネートは含有しないのが好ましいと考えられる。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本発明に係るハブユニット軸受用グリース組成物は、耐剥離性、耐水性、および耐腐食
性に優れ、水分が混入しやすい環境下または含水下で使用されても白色組織剥離や腐食が
生じ難い。したがって、良好な潤滑を長期間維持することが可能である。
　なお、本出願は、２００５年１月２４日出願の日本特許出願（特願２００５－１５４９
６）、２００５年７月１２日出願の日本特許出願（特願２００５－２０３３２８）、２０
０５年７月１２日出願の日本特許出願（特願２００５－２０３３２９）および２００５年
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の内容はここに参照として取り込まれる。
【符号の説明】
【０１５２】
１　車両用ハブユニット軸受
２　ハブ
３　内輪
４　外輪
５　転動体
６　車輪取り付け用フランジ
８　段部
８ａ　段差面
１０　円筒部
１１　ナット
１２　シール装置
１３　密閉空間
１４　カバー
１６　保持器
１７　車輪取り付け用フランジ
２０ａ，２０ｂ　内側軌道面
２１ａ，２１ｂ　外側軌道面
７　車両用ハブユニット軸受
７３　車輪取り付け用フランジ
７４　内輪
７５　ハブ
７６　転動体
７７　保持器
７８　シール部材
９　車輪支持用軸受
９１　内輪
９２　外輪
９３　転動体
９４　保持器
９５　シール部材
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